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自
由
民
権
運
動
と
政
治
小
説
「
戀
の
革
命
」

汲

田

美

砂

は
じ
め
に

ま
ず
、
左
に
掲
載
し
た
一
つ
の
挿
絵
を
見
て
も
ら
い
た
い
。
多
く
の
教
科
書
に
掲
載
さ

れ
て
い
る
た
め
、
見
覚
え
の
あ
る
人
も
多
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
明
治
二
一
年
三
月
一
四
日

付
『
絵
入
自
由
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
、
芳
宗
の
手
に
成
る
挿
絵
で
あ
る
。
熱
弁
を
揮
う

弁
士
の
姿
と
、
演
説
を
止
め
に
入
る
官
吏
、
そ
し
て
演
説
中
止
に
反
対
す
る
聴
取
の
暴
動

と
が
一
枚
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
演
説
会
の
弾
圧
を
示
す
構
図
と
し
て
見
事
で
、
よ
く
出

来
た
絵
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

非
常
に
有
名
な
挿
絵
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
絵
に
つ
い
て
は
「
い
つ
」「
ど
こ
で
」「
だ

れ
が
」「
な
に
を
し
て
い
る
」
様
子
を
描
い
た
も
の
な
の
か

授
業
の
題
材
と
し
て
用

い
る
な
ら
ば
必
要
不
可
欠
な
、
ご
く
基
本
的
な
情
報
は
あ
ま
り
周
知
さ
れ
て
い
な
い
よ
う

に
思
う
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
こ
れ
が
「
戀
の
革
命
」
と
い
う
小
説
の
一
場
面
、
即
ち
フ

ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
ず
、
現
実
に
起
こ
っ
た
事
件
を
描
い
た
も
の
で

あ
る
と
受
け
取
っ
て
い
る
者
も
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。
実
際
、
当
館
で
も
「
こ
の
髯
の
人

物
は
板
垣
退
助
で
す
か
」
と
い
う
よ
う
な
質
問
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
当
該
挿

絵
の
教
材
利
用
に
関
す
る
論
文
を
い
く
つ
か
確
認
し
て
み
て
も
、
小
説
の
挿
絵
で
あ
る
こ

と
へ
の
言
及
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
は
、
多
く
の
小
中
学
校
社
会
科
教

科
書
・
資
料
集
で
当
該
挿
絵
が
「
自
由
民
権
運
動
の
演
説
会
の
様
子
」
や
、
甚
だ
し
い
も

の
に
至
っ
て
は
「
自
由
党
の
演
説
の
様
子
」
な
ど
と
題
し
て
、
さ
も
実
際
の
事
件
の
一
場

面
で
あ
る
か
の
よ
う
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

と
は
い
え
、
本
稿
に
お
け
る
目
的
は
こ
う
し
た
教
科
書
の
与
え
る
誤
解
を
解
く
こ
と
で

は
な
い
。
自
由
民
権
運
動
上
に
お
い
て
盛
ん
に
編
ま
れ
た
政
治
小
説
に
つ
い
て
は
、
明
治

一
七
年
頃
ま
で
の
作
品
に
つ
い
て
の
議
論
が
主
で
あ
り
、
自
由
党
解
党

一
般
に
自
由

民
権
運
動
が
挫
折
し
た
と
さ
れ
る
時
期

以
降
の
も
の
が
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
少
な

い
。
ち
ょ
う
ど
明
治
一
八
年
に
坪
内
逍
遥
の
『
小
説
神
髄
』
が
著
さ
れ
、
以
降
国
文
学
の

関
心
が
近
代
文
学
や
言
文
一
致
体
の
創
出
へ
と
注
が
れ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
、
明
治
二
〇

年
代
の
政
治
小
説
が
等
閑
に
さ
れ
る
要
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

一
。
当
該
挿
絵
の
知
名

度
が
非
常
に
高
い
の
に
反
し
て
、
作
品
自
体
は
ほ
と
ん
ど
日
の
目
を
見
ず
に
埋
も
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
理
由
の
一
端
も
こ
こ
に
あ
る
だ
ろ
う
。
本
稿
で
は
こ
の
「
戀
の
革
命
」
と
い

う
小
説
を
取
り
上
げ
、
明
治
二
〇
年
代
初
頭
、
国
会
開
設
前
夜
の
自
由
民
権
運
動
と
当
該

時
期
の
政
治
小
説
に
見
ら
れ
る
特
徴
を
整
理
し
て
い
き
た
い
。

な
お
、
資
料
の
引
用
に
あ
た
っ
て
旧
字
や
異
体
字
は
適
宜
現
代
表
記
に
改
め
た
が
、
固

有
名
詞
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
ま
た
、
資
料
引
用
中
の
傍
線
部
は
全
て
筆
者
に

よ
る
も
の
で
あ
る
。

一
、
自
由
民
権
運
動
と
小
説

自
由
民
権
運
動
の
主
戦
場
と
い
え
ば
演
説
と
新
聞
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
新
聞
紙
上
で

見
ら
れ
た
活
動
で
、
特
筆
す
べ
き
点
の
一
つ
と
し
て
政
治
小
説
の
連
載
が
挙
げ
ら
れ
る
。

民
権
家
の
活
動
目
標
に
は
、
自
由
民
権
思
想
を
広
く
、
こ
れ
ま
で
政
治
に
関
心
の
な
か
っ

た
人
々
に
ま
で
知
ら
せ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
自
由
民
権
運
動
に
お
い
て
は
都
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都
逸
が
つ
く
ら
れ
た
り
、
踊
り
が
用
い
ら
れ
た
り
と
通
俗
的
な
手
段
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、

政
治
小
説
も
ま
た
、そ
う
し
た
流
れ
の
中
に
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。明
治
初
期
に
は「
小

説
」
と
い
う
言
葉
は
未
だ
馴
染
み
の
な
い
も
の
で
、
現
代
の
我
々
が
「
近
世
小
説
」
と
分

類
し
て
い
る
よ
う
な
読
み
物
た
ち
も
当
時
は
「
戯
作
」
や
「
草
双
紙
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て

い
た
。「
稗
史
小
説
」
と
呼
ば
れ
た
物
語
は
、「
婦
女
童
蒙
」
が
読
む
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、

一
般
に
、
そ
の
地
位
は
低
い
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
知
識
階
級
を
自
認
す
る
旧

士
族
た
ち
が
、
自
ら
が
主
導
す
る
政
治
運
動
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
「
卑
俗
」
な
手
段
を

用
い
た
と
は
、
そ
れ
自
体
が
驚
く
べ
き
こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
運
動
の
結
果
と
し

て
世
に
生
み
出
さ
れ
た
作
品
の
数
々
と
と
も
に
、
国
文
学
や
文
化
史
だ
け
で
は
な
く
、
自

由
民
権
運
動
史
に
お
い
て
も
も
っ
と
注
目
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

で
は
「
政
治
小
説
」
と
は
い
っ
た
い
何
か
。
特
定
の
一
作
品
を
扱
う
前
に
、
そ
の
立
ち

位
置
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
先
に
も
触
れ
た
と
お
り
、
政
治
小
説
の
研

究
は
国
文
学
を
中
心
に
行
わ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
の
先
駆
者
の
一
人
で
あ
る
柳
田
泉
は
、

日
本
の
、
と
り
わ
け
明
治
期
の
政
治
小
説
に
つ
い
て
、
ス
ピ
ー
ア
に
よ
る
政
治
小
説
の
定

義
を
拝
借
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
明
治
政
治
小
説
特
有
の
事
項
を
補
足
し
次
の
よ
う
に
記
し

た
。
政
治
小
説
の
「
作
者
の
主
な
る
目
的
」
は
「（
最
初
は
）
人
民
の
政
治
的
啓
蒙
、
政
党

の
革
命
的
宣
伝
乃
至
闘
争
の
補
助
的
武
器
と
し
て
利
用
し
、（
中
頃
は
）
個
人
的
政
見
発

表
乃
至
社
会
改
良
思
想
の
積
極
的
期
間
に
充
て
、（
最
後
に
は
）
新
興
日
本
の
国
権
伸
張

意
識
を
反
映
さ
せ
る
一
面
、
政
府
を
支
持
す
る
人
々
、
政
府
を
構
成
す
る
諸
勢
力
を
暴
露

す
る
諷
刺
的
武
器
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
で
あ
っ
た

二
」
と
。
つ
ま
り
日
本
の
政
治
小
説

は
、
民
権
運
動
や
政
治
制
度
の
段
階
的
な
発
展
に
伴
い
、
そ
の
性
質
を
変
化
さ
せ
て
い
っ

た
と
い
う
の
で
あ
る
。
全
期
間
を
通
し
て
言
い
得
る
の
は
、
政
治
的
な
活
動
の
一
翼
を
担

っ
た
文
学
作
品
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

本
稿
で
取
り
扱
う
「
戀
の
革
命
」
は
明
治
二
一
年
二
月
五
日
か
ら
同
年
四
月
一
日
に
か

け
て
『
絵
入
自
由
新
聞
』
で
連
載
さ
れ
た
政
治
小
説
で
あ
る
。
柳
田
の
区
分
に
従
え
ば
、

こ
の
頃
は
政
党
復
興
期
と
さ
れ
、
政
治
小
説
の
全
盛
期
で
も
あ
る
と
い
う

三
。
自
由
民
権

運
動
期
の
政
治
小
説
作
家
と
し
て
名
高
い
、
末
広
鉄
腸
が
相
次
い
で
作
品
を
発
表
し
た
の

も
こ
の
頃
だ

四
。
自
由
党
の
解
党
や
政
府
に
よ
る
言
論
統
制
の
強
化
、
経
済
的
不
況
な
ど

の
た
め
に
一
度
は
沈
静
化
し
て
い
た
自
由
民
権
運
動
が
、
明
治
一
九
年
の
ノ
ル
マ
ン
ト
ン

号
事
件
を
契
機
に
高
ま
っ
た
不
平
等
条
約
改
正
を
求
め
る
世
論
を
味
方
に
再
興
、
大
同
団

結
運
動
を
起
こ
し
た
時
期
で
あ
る
。
こ
の
頃
、
外
交
失
策
の
回
復
、
地
租
軽
減
、
言
論
の

自
由
の
三
つ
を
主
訴
と
し
行
わ
れ
た
三
大
事
件
建
白
運
動
に
よ
っ
て
地
方
各
地
か
ら
東

京
へ
壮
士
た
ち
が
押
し
寄
せ
て
い
た
。

「
戀
の
革
命
」
の
著
者
は
「
冥
々
遁
史
」
な
る
人
物
で
、
芳
宗
に
よ
る
挿
絵
は
前
掲
の

も
の
だ
け
で
な
く
、
作
者
が
挿
絵
の
依
頼
を
失
念
し
て
い
た
と
い
う
第
九
回
を
除
い
た
全

て
の
回
に
付
さ
れ
て
い
る
。
各
回
の
掲
載
年
月
日
は
表
の
と
お
り
だ
。
紙
面
表
記
上
は
第

四
五
回
が
最
終
回
で
あ
る
が
、
途
中
、
第
二
九
回
と
な
る
べ
き
と
こ
ろ
が
第
三
〇
回
と
な

っ
て
お
り
、
以
降
付
番
が
ず
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
正
し
く
は
全
四
四
回
の
連

載
小
説
で
あ
る
。

物
語
の
中
心
と
な
る
の
は
一
九
歳
の
華
族
令
嬢
「
梶
原
良
子
」
と
二
四
・
五
歳
の
小
説

家
「
大
江
清
水
」
の
二
人
だ
。
良
子
の
器
量
に
つ
い
て
は
、
作
中
で
度
々
「
滅
多
に
な
い

美
人
」
と
し
て
言
及
さ
れ
る
。
ま
た
、
清
水
は
『
立
憲
論
』
を
著
し
た
評
判
の
壮
士
で
も

あ
り
、
社
交
界
に
お
い
て
は
女
子
の
目
を
惹
く
好
男
子
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
。
話
の

大
筋
は
、
女
子
で
あ
り
な
が
ら
学
問
に
親
し
み
、
自
立
し
た
考
え
を
持
つ
良
子
と
「
政
治

上
に
於
て
ハ
人
民
の
味
方
た
り
社
会
上
に
於
て
ハ
婦
女
の
良
友
た
ら
ん
と
自
か
ら
志
す
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壮
年
の
政
治
家
」
た
る
清
水
の
二
人
が
出
会
い
、
互
い
に
想
い
合
い
、
女
子
の
自
立
に
理

解
の
な
い
親
に
決
め
ら
れ
た
縁
談
や
、
二
人
の
結
婚
を
良
く
思
わ
な
い
華
族
に
よ
る
特
権

行
使
な
ど
様
々
な
旧
習
に
阻
害
さ
れ
苦
悩
し
な
が
ら
も
遂
に
は
結
ば
れ
る
、
と
い
う
も
の

だ
。
こ
う
し
た
美
男
美
女
が
艱
難
を
乗
り
越
え
成
功
を
勝
ち
取
る
、
と
い
う
筋
書
き
は
政

治
小
説
に
お
い
て
よ
く
見
ら
れ
た
も
の
で
、
半
ば
鋳
型
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
文
学
作

品
と
し
て
見
る
の
で
あ
れ
ば
、
出
来
の
良
い
、
目
を
惹
く
作
品
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
。

そ
の
証
左
か
「
戀
の
革
命
」
に
言
及
す
る
投
書
も
、
書
籍
化
の
広
告
も
、
管
見
の
限
り
で

は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
同
時
代
の
数
多
あ
る
政
治
小
説
の
一
つ
と
し
て
埋
も
れ
、
研
究
史

上
に
お
い
て
も
取
り
立
て
て
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
も
已
む
を
得
な
い
側

面
が
あ
る
。 

巧
拙
は
と
も
あ
れ
、
当
該
小
説
の
興
味
深
い
点
は
政
治
的
闘
争
よ
り
は
寧
ろ
社
会
改
良

を
促
す
啓
蒙
的
な
側
面
が
強
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
は
、
連
載
時
期
と
物
語
の

舞
台
が
い
ず
れ
も
明
治
二
〇
年
前
後
で
あ
る
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

れ
と
い
う
の
も
、
明
治
二
〇
年
頃
は
「
右
も
改
良
、
左
も
改
良
、
到
る
所
改
良
で
目
を
突

く
様
な
世
の
中
」

五
な
ど
と
い
う
一
節
が
社
説
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
文
学
、
演
説
、
風

俗
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
「
改
良
」
の
俎
上
に
載
せ
ら
れ
た
時
期
で
、
自
由
党
解
党

以
来
政
治
闘
争
的
活
動
を
沈
静
化
さ
せ
て
い
た
自
由
民
権
運
動
も
ま
た
、
社
会
改
良
運
動

に
傾
注
し
て
い
た
時
分
な
の
で
あ
る
。
社
会
改
良
が
活
発
に
論
じ
ら
れ
る
中
で
、
特
に
民

権
家
が
力
を
い
れ
た
の
が
「
家
庭
の
民
主
的
改
革
と
女
権
拡
張
の
問
題
」

六
で
あ
っ
た
と

言
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
運
動
内
容
の
変
化
は
、
当
時
の
政
治
小
説
に
も
如
実
に
反
映
さ
れ

て
い
る
。 

 

物
語
を
通
じ
て
、
主
人
公
格
で
あ
る
良
子
と
清
水
の
両
者
と
も
に
、
一
度
も
演
台
に
立

つ
こ
と
は
な
い
。
で
は
、
肝
心
の
前
述
し
た
演
説
会
の
挿
絵
は
一
体
ど
こ
に
出
て
く
る
の

か
と
い
え
ば
、
こ
れ
は
『
絵
入
自
由
新
聞
』
明
治
二
一
年
三
月
一
四
日
掲
載
の
挿
絵
で
、

内
容
と
し
て
は
翌
一
五
日
掲
載「
戀
の
革
命
」第
三
二
回
の
場
面
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。

長
く
な
る
が
、
本
文
を
先
に
確
認
し
て
お
こ
う
。 

 
 

 今
日
ハ
〇
〇
党
の
大
演
説
が
あ
る
筈
な
れ
バ
入
梅
の
雨
降
り
し
き
る
天
気
を
も
厭
ハ

ず
数
百
人
の
聴
衆
ハ
午
前
よ
り
井
生
村
楼
の
広
間
に
詰
掛
け
針
を
立
つ
べ
き
余
地
す

ら
も
あ
ら
ざ
る
中
に
相
互
ひ
に
心
易
き
三
四
人
の
書
生
が
聴
衆
の
中
央
に
一
塊
と
な

ッ
て
坐
を
占
め
つ
ゝ
演
説
の
始
ま
る
前
に
話
し
合
ふ
（
甲
）
オ
イ
伊
藤
君
今
日
の
弁
士

ハ
今
ま
で
聞
い
た
事
も
な
い
姓
名
が
多
い
ゼ
〇
〇
党
の
人
に
ハ
違
ひ
な
か
ら
う
が
一

体
ど
う
云
ふ
人
だ
か
知
ら
ん
（
伊
藤
）
彼
等
ハ
大
方
今
度
出
て
来
た
地
方
の
総
代
連
中

だ
と
云
ふ
事
だ
名
望
も
な
け
れ
バ
学
問
も
な
い
癖
に
東
京
の
真
中
で
演
説
を
し
や
う

と
ふ
其
熱
心
丈
が
感
心
だ
何
を
言
ふ
か
ま
ア
聞
く
が
善
い
ね
エ
岩
井
君
（
岩
井
）
田
舎

紳
士
で
も
存
外
名
論
が
あ
ら
う
も
知
れ
ぬ
併
し
烈
し
い
事
を
言
ふ
の
が
面
白
い
何
ん

で
も
手
を
拍
て
賞
め
て
遣
る
べ
し
図
に
乗
ッ
て
途
方
も
な
い
事
を
言
つ
て
中
止
と
来

る
と
愉
快
だ
か
ら
︙
︙
オ
イ
梅
村
君
々
ハ
何
を
そ
ん
な
に
見
て
居
る
ハ
ア
分
ッ
た
彼

の
別
嬪
だ
な
（
梅
村
）
あ
た
り
前
よ
そ
こ
に
抜
目
ハ
な
い
か
ら
先
刻
か
ら
気
を
付
て
見

れ
バ
見
る
程
素
的
な
代
物
だ
か
ら
驚
い
て
居
る
処
だ
（
岩
井
）
オ
イ
伊
藤
君
給
へ
真
統

だ
彼
の
位
の
美
人
ハ
滅
多
に
ハ
な
い
ぜ
洋
服
が
似
合
て
丸
で
西
洋
の
別
嬪
だ
ハ
併
し

些
ッ
と
物
凄
過
る
（
伊
藤
）
ナ
ニ
さ
う
で
無
い
あ
の
愛
嬌
を
見
給
へ
彼
の
男
と
何
か
話

し
を
す
る
笑
ひ
顔
の
何
と
も
言
れ
ん
で
ハ
無
い
か
（
梅
村
）
彼
の
男
ハ
何
ん
だ
ら
う
い

ま
〳
〵
し
い
（
岩
井
）
何
ん
だ
と
云
事
が
あ
る
も
の
か
彼
れ
ハ
親
子
に
違
ひ
な
い
（
伊

藤
）
だ
が
ど
う
も
似
て
居
な
い
処
を
見
れ
バ
怪
し
い
奴
か
も
知
れ
ぬ
（
梅
村
）
能
く
見

れ
バ
成
程
年
が
大
変
に
違
つ
て
居
る
か
ら
ま
ア
安
心
だ
は
ゝ
ゝ
ゝ
オ
イ
諸
君
演
説
者

が
出
た
〳
〵
静
か
に
し
給
へ
」是
よ
り
演
説
者
ハ
立
替
は
り
入
替
は
り
壇
に
登
つ
て
演

説
し
た
る
が
最
後
に
出
で
し
ハ
小
泉
猛
夫
鬼
鬚
髯
を
手
に
て
撫
で
つ
ゝ
説
き
出
で
し

が
熱
心
面
に
溢
れ
て
一
層
々
々
激
烈
を
極
め
て
喝
采
の
声
湧
く
が
如
き
時
に
忽
ち
臨

場
の
警
察
よ
り
中
止
解
散
を
申
し
渡
さ
れ
し
か
バ
人
気
立
ち
し
聴
衆
ハ
ノ
ー
〳
〵
と

呼
び
圧
制
と
叫
び
中
に
ハ
土
瓶
火
入
そ
の
外
様
々
の
物
を
警
察
官
目
掛
け
て
投
付
る

大
騒
動
と
な
り
し
を
警
備
の
巡
査
が
馳
付
て
乱
暴
の
聴
衆
を
取
り
鎮
め
其
場
ハ
漸
く

事
済
み
た
る
が
扨
て
済
ま
ざ
る
ハ
小
泉
猛
夫
が
演
説
に
て
あ
り
し
彼
が
演
説
ハ
官
吏

侮
辱
の
中
に
最
と
重
き
内
閣
諸
公
を
侮
辱
し
た
る
も
の
な
り
と
の
告
訴
を
受
け
て
拘

引
中
よ
り
法
廷
の
糺
問
を
蒙
り
遂
に
有
罪
と
定
ま
り
重
禁
錮
一
ヶ
年
に
処
せ
ら
れ
た

り
し
が
猛
夫
は
固
よ
り
覚
悟
の
事
と
見
え
従
容
と
し
て
畏
る
ゝ
色
も
な
く
笑
を
含
ん

で
裁
判
宣
告
を
受
け
た
り
大
江
ハ
病
院
に
あ
り
て
日
々
全
快
に
趣
き
つ
ゝ
あ
り
し
が

叔
父
な
が
ら
も
今
ハ
養
父
な
る
小
泉
猛
夫
が
演
説
の
始
末
ま
た
処
刑
の
事
を
も
伝
聞

し
て
一
方
な
ら
ず
驚
き
た
り
し
が
過
る
日
話
し
の
時
す
ら
も
自
分
の
説
諭
に
服
せ
ぬ

剛
情
今
更
に
詮
術
の
あ
ら
ん
由
も
な
く
只
頻
り
に
養
父
が
身
の
安
全
を
祈
り
居
る
中

に
自
分
が
身
体
の
疲
ハ
漸
に
本
に
復
し
け
れ
バ
頓
が
て
病
院
を
バ
退
き
出
で
ゝ
本
郷

弓
町
に
一
軒
の
家
を
借
り
受
け
朋
友
の
上
田
方
へ
預
け
置
た
る
老
母
を
引
取
り
今
ハ
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小
泉
清
水
と
門
札
打
つ
て
親
子
の
外
ハ
彼
の
下
女
の
お
琴
を
召
使
ひ
再
び
職
業
の
著

述
始
め
且
ハ
様
々
な
る
交
際
を
為
す
中
に
名
声
愈
よ
顕
ハ
れ
来
て
新
ら
し
き
朋
友
も

出
来
た
る
中
に
彼
の
銀
行
頭
取
の
山
上
奏
任
一
等
官
の
松
村
と
ハ
殊
に
隔
意
な
き
交

り
を
ぞ
結
び
し
な
り 

  

舞
台
は
東
京
浅
草
の
井
生
村
楼
。「
今
度
出
て
来
た
地
方
の
総
代
連
中
」
と
は
、
明
治

二
〇
年
の
三
大
事
件
建
白
運
動
に
際
し
て
各
地
方
よ
り
上
京
し
て
き
た
総
代
た
ち
の
こ

と
を
指
す
。
冒
頭
で
書
生
た
ち
が
「
洋
服
が
似
合
て
丸
で
西
洋
の
別
嬪
」
だ
と
噂
を
し
て

い
る
女
性
こ
そ
、
良
子
で
あ
る
。
こ
の
時
、
良
子
は
親
が
決
め
よ
う
と
し
て
い
た
不
本
意

な
縁
談
か
ら
逃
れ
る
た
め
生
家
・
梶
原
家
を
飛
び
出
し
、
産
み
の
母
親
の
嫁
ぎ
先
で
あ
る

小
林
家
の
養
女
と
な
っ
て
い
た
。 

 

挿
絵
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
下
線
部
の
情
景
だ
。
最
後
の
弁
士
と
し
て
登
壇
し
た
小
泉

猛
夫
は
大
江
清
水
の
叔
父
で
あ
り
義
父
に
あ
た
る
。
こ
の
猛
夫
の
演
説
は
、
そ
の
途
中
で

警
察
よ
り
「
中
止
解
散
」
の
命
令
を
受
け
る
。
こ
れ
に
反
対
す
る
聴
衆
た
ち
が
「
ノ
ー
〳

〵
と
呼
び
圧
制
と
叫
び
中
に
ハ
土
瓶
火
入
そ
の
外
様
々
の
物
を
警
察
官
目
掛
け
て
投
付

る
大
騒
動
」
と
な
っ
た
。
挿
絵
に
は
こ
の
「
大
騒
動
」
の
様
子
が
現
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ

で
、
あ
る
小
学
校
第
六
学
年
の
教
室
で
は
、
挿
絵
に
描
か
れ
た
「
土
瓶
や
茶
碗
は
、
だ
れ

が
だ
れ
に
向
か
っ
て
投
げ
た
の
だ
ろ
う
」
と
い
う
問
い
か
け
に
対
し
て
、
児
童
・
教
員
と

も
に
答
え
が
警
察
官
と
弁
士
と
の
半
々
に
分
か
れ
た
と
い
う
が

七
、小
説
を
確
認
す
れ
ば
、

描
か
れ
た
土
瓶
や
火
入
が
警
察
官
に
向
け
て
投
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
一
目
瞭

然
な
の
で
あ
る
。 

  
 二

、
自
由
民
権
運
動
の
弾
圧 

  

こ
こ
で
一
旦
、
演
説
会
が
「
中
止
解
散
」
さ
せ
ら
れ
、
演
説
者
が
禁
錮
刑
に
処
せ
ら
れ

た
の
は
何
故
か
、
当
時
の
法
律
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
明
治
政
府
が
新
聞
紙
条
例
や
讒
謗

律
（
明
治
八
年
）、
集
会
条
例
（
明
治
一
三
年
）
に
よ
っ
て
自
由
民
権
運
動
を
弾
圧
し
て

い
っ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
、
演
説
の
「
中
止
解
散
」
に
関
わ

っ
て
く
る
の
は
「
集
会
条
例
」
だ
。
集
会
条
例
は
明
治
一
三
年
に
制
定
後
、
明
治
一
五
年

に
改
正
さ
れ
て
い
る
。
今
回
の
小
説
の
舞
台
は
明
治
二
〇
年
の
三
大
事
件
建
白
運
動
時
で

あ
る
こ
と
が
分
か
る
た
め
、
左
に
は
改
正
後
の
条
文
を
掲
載
す
る
。 

 

第
一
条 

政
治
ニ
関
ス
ル
事
項
ヲ
講
談
論
議
ス
ル
為
メ
公
衆
ヲ
集
ム
ル
者
ハ
集
会
三

日
前
ニ
講
談
論
議
ノ
事
項
講
談
論
議
ス
ル
人
ノ
姓
名
住
所
会
同
ノ
場
所
年
月
日
ヲ

詳
記
シ
其
会
主
又
ハ
会
長
幹
事
等
ヨ
リ
管
轄
警
察
署
ニ
届
出
テ
其
認
可
ヲ
受
ク
ヘ

シ 

第
二
条 

政
治
ニ
関
ス
ル
事
項
ヲ
講
談
論
議
ス
ル
為
メ
結
社（
何
等
ノ
名
義
ヲ
以
テ
ス

ル
モ
其
実
政
治
ニ
関
ス
ル
事
項
ヲ
講
談
論
議
ス
ル
為
メ
結
合
ス
ル
モ
ノ
ヲ
併 

 

称
ス
）
ス
ル
者
ハ
結
社
前
其
社
名
則
会
場
及
ヒ
社
員
名
簿
ヲ
管
轄
警
察
署
ニ
届
出 

テ
其
認
可
ヲ
受
ク
ヘ
シ
其
社
則
チ
改
正
シ
及
ヒ
社
員
ノ
出
入
ア
リ
タ
ル
ト
キ
モ
同

様
タ
ル
ヘ
シ
此
届
出
ヲ
為
ス
ニ
当
リ
警
察
署
ヨ
リ
尋
問
ス
ル
コ
ト
ア
レ
ハ
社
中
ノ

事
ハ
何
事
タ
リ
ト
モ
之
ニ
答
弁
ス
ヘ
シ 

 
 

 

前
項
ノ
結
社
及
其
他
ノ
結
社
ニ
於
テ
政
治
ニ
関
ス
ル
事
項
ヲ
講
談
論
議
ス
ル
為

メ
ニ
集
会
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
仍
ホ
第
一
条
ノ
手
続
ヲ
為
ス
ヘ
シ 

第
三
条 

講
談
論
議
ノ
事
項
講
談
論
議
ス
ル
人
員
会
場
及
ヒ
会
日
ノ
定
規
ア
ル
者
ハ

其
定
規
ヲ
初
会
ノ
三
日
前
ニ
警
察
署
ニ
届
出
認
可
ヲ
受
ク
ル
ト
キ
ハ
爾
後
ノ
例
会

ハ
届
出
ニ
及
ハ
ス
ト
雖
モ
之
ヲ
変
更
ス
ル
ト
キ
ハ
第
一
条
ノ
手
続
ヲ
為
ス
ヘ
シ 

第
四
条 

管
轄
警
察
署
ハ
第
一
条
第
二
条
第
三
条
ノ
届
出
テ
ニ
於
テ
治
安
ニ
妨
害
ア

リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
認
可
セ
ス
又
ハ
認
可
ス
ル
ノ
後
ト
雖
ト
モ
之
ヲ
取
消
ス

コ
ト
ア
ル
ヘ
シ 

第
五
条 

警
察
署
ヨ
リ
ハ
正
服
ヲ
著
シ
タ
ル
警
察
官
ヲ
会
場
ニ
派
遣
シ
其
認
可
ノ
證

ヲ
検
査
シ
会
場
ヲ
監
視
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ 

（
追
加
）警
察
官
会
場
ニ
入
ル
ト
キ
ハ
其
求
ム
ル
所
ノ
席
ヲ
供
シ
且
其
尋
問
ア
ル
ト

キ
ハ
結
社
集
会
ニ
関
ス
ル
事
ハ
何
事
タ
リ
ト
モ
之
ニ
答
弁
ス
ヘ
シ 

第
六
条 

派
出
ノ
警
察
官
ハ
認
可
ノ
證
ヲ
開
示
セ
サ
ル
ト
キ
講
談
論
議
ノ
届
書
ニ
掲

ケ
サ
ル
事
項
ニ
亘
ル
ト
キ
又
ハ
人
ヲ
罪
戻
ニ
教
唆
誘
導
ス
ル
ノ
意
ヲ
含
ミ
又
ハ
公

衆
ノ
安
寧
ニ
妨
害
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
及
ヒ
集
会
ニ
臨
ム
ヲ
得
サ
ル
者
ニ
退
去
ヲ

命
シ
テ
之
ニ
従
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
全
会
ヲ
解
散
セ
シ
ム
ヘ
シ 

 
 

（
追
加
）
前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
解
散
ヲ
命
シ
タ
ル
ト
キ
地
方
長
官
（
東
京
ハ
警
視
庁 

庁
官
）
ハ
其
情
状
ニ
依
リ
演
説
者
ニ
対
シ
一
箇
年
以
内
全
国
内
ニ
於
テ
公
然
政
治
ヲ

講
談
議
論
ス
ル
ヲ
禁
止
ス
ル
コ
ト
ヲ
得 
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第
七
条 

政
治
ニ
関
ス
ル
事
項
ヲ
講
談
論
議
ス
ル
集
会
ニ
現
役
及
召
集
中
ニ
係
ル
予

備
後
備
ノ
陸
海
軍
軍
人
警
察
官
官
立
公
立
私
立
学
校
ノ
教
員
生
徒
農
業
工
芸
ノ
見

習
生
ハ
之
ニ
臨
会
シ
又
ハ
其
社
ニ
加
入
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス 

第
八
条 
政
治
ニ
関
ス
ル
事
項
ヲ
講
談
論
議
ス
ル
為
メ
其
旨
趣
ヲ
広
告
シ
又
ハ
委
員

若
ク
ハ
文
書
ヲ
発
シ
テ
公
衆
ヲ
誘
導
シ
又
ハ
支
社
ヲ
置
キ
若
ク
ハ
他
ノ
社
ト
連
結

通
信
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス 

第
九
条 

政
治
ニ
関
ス
ル
事
項
ヲ
講
談
論
議
ス
ル
為
メ
屋
外
ニ
於
テ
公
衆
ノ
集
会
ヲ

催
ス
コ
ト
ヲ
得
ス 

第
十
条 

第
一
条
ノ
認
可
ヲ
受
ケ
ス
シ
テ
集
会
ヲ
催
ス
モ
ノ
会
主
ハ
二
円
以
上
二
十

円
以
下
ノ
罰
金
若
ク
ハ
十
一
日
以
上
三
月
以
下
ノ
禁
獄
ニ
処
シ
其
会
席
ヲ
貸
シ
タ

ル
者
竝
ニ
会
長
幹
事
及
ヒ
其
講
談
論
議
者
ハ
各
二
円
以
上
二
十
円
以
下
ノ
罰
金
ニ

処
シ
第
三
条
ノ
規
程
ヲ
犯
シ
タ
ル
者
モ
亦
本
条
ニ
依
ル 

第
十
一
条 

第
二
条
第
一
項
ノ
規
程
ニ
背
キ
テ
届
出
ヲ
為
サ
ス
又
ハ
尋
問
ス
ル
所
ノ

事
項
ヲ
開
答
セ
サ
ル
ト
キ
社
長
ハ
二
円
以
上
二
十
円
以
下
ノ
罰
金
ニ
処
シ
詐
欺
ノ

届
出
ヲ
為
シ
尋
問
ヲ
得
テ
偽
答
ス
ル
ト
キ
社
長
ハ
右
罰
金
ノ
外
尚
ホ
十
一
日
以
上

三
月
以
下
ノ
軽
禁
錮
ニ
処
ス 

第
十
二
条 

第
五
条
ノ
規
程
ニ
背
キ
派
出
警
察
官
ノ
臨
席
ヲ
肯
セ
ス
又
ハ
其
求
ム
ル

所
ノ
席
ヲ
供
セ
サ
ル
ト
キ
会
主
会
長
及
社
長
幹
事
ハ
各
五
円
以
上
五
十
円
以
下
ノ

罰
金
若
ク
ハ
一
月
以
上
一
年
以
下
ノ
軽
禁
錮
ニ
処
シ
警
察
官
ノ
尋
問
ニ
答
ヘ
ス
又

ハ
偽
答
ス
ル
者
ハ
同
罪
ニ
処
ス
再
犯
ニ
当
ル
者
ハ
十
円
以
上
百
円
以
下
ノ
罰
金
若

ク
ハ
二
月
以
上
二
年
以
下
ノ
軽
禁
錮
ニ
処
ス 

第
十
三
条 

派
出
ノ
警
察
官
ヨ
リ
解
散
ヲ
命
ジ
タ
ル
後
尚
退
散
セ
サ
ル
者
ハ
二
円
以

上
二
十
円
以
下
ノ
罰
金
若
ク
ハ
十
一
日
以
上
六
月
以
下
ノ
禁
獄
ニ
処
ス 

第
十
四
条 

第
七
条
ノ
制
限
ヲ
犯
シ
タ
ル
ト
キ
会
主
会
長
及
ヒ
社
長
幹
事
ハ
二
円
以

上
二
十
円
以
下
ノ
罰
金
若
ク
ハ
十
一
日
以
上
三
月
以
下
ノ
禁
獄
ニ
処
シ
其
他
情
状

ノ
重
キ
モ
ノ
ア
レ
ハ
其
社
ヲ
解
散
サ
シ
ム
其
制
限
ヲ
犯
シ
テ
入
社
シ
又
ハ
臨
会
ス

ル
者
ハ
二
円
以
上
二
十
円
以
下
ノ
罰
金
ニ
処
ス 

第
十
五
条 

第
八
条
ノ
制
限
ヲ
犯
シ
タ
ル
ト
キ
会
主
会
長
及
ヒ
社
長
幹
事
ハ
五
円
以

上
五
十
円
以
下
ノ
罰
金
若
ク
ハ
一
月
以
上
一
年
以
下
ノ
禁
獄
ニ
処
シ
其
社
ヲ
解
散

セ
シ
ム
此
事
ニ
関
ス
ル
者
モ
亦
同
罪
ニ
処
シ
脅
迫
ス
ル
者
及
ヒ
罪
再
犯
ニ
当
ル
者

ハ
十
円
以
上
百
円
以
下
ノ
罰
金
若
ク
ハ
二
月
以
上
二
年
以
下
ノ
禁
獄
ニ
処
シ
其
社

長
幹
部
ハ
一
年
以
上
五
年
以
下
結
社
又
ハ
入
社
ヲ
禁
ス 

第
十
六
条 

学
術
会
其
他
何
等
ノ
名
義
ヲ
以
テ
ス
ル
ニ
拘
ハ
ラ
ス
多
衆
集
会
ス
ル
者

警
察
官
ニ
於
テ
治
安
ヲ
保
持
ス
ル
ニ
必
要
ナ
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
之
ニ
監
臨
ヲ
肯

セ
サ
ル
ト
キ
ハ
第
十
二
条
ニ
依
テ
処
分
ス 

学
術
会
ニ
シ
テ
政
治
ニ
関
ス
ル
事
項
ヲ
講
談
議
論
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ト
キ
ハ
第
十
条

ニ
依
テ
処
分
ス 

第
十
七
条 

前
条
ノ
場
合
ニ
於
テ
治
安
ヲ
妨
害
ス
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
第
六
条
ニ
依
テ

処
分
ス 

第
十
八
条 

凡
ソ
結
社
若
ク
ハ
集
会
ス
ル
者
内
務
卿
ニ
於
テ
治
安
ニ
妨
害
ア
リ
ト
認

ム
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
禁
止
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
若
シ
禁
止
ノ
命
ニ
従
ハ
ス
又
ハ
仍
ホ
秘
密

ニ
結
社
若
ク
ハ
集
会
ス
ル
者
ハ
十
円
位
以
上
百
円
以
下
ノ
罰
金
若
ク
ハ
二
月
以
上

二
年
以
下
ノ
軽
禁
錮
ニ
処
ス 

第
十
九
条 

成
法
ニ
制
定
ス
ル
所
ノ
集
会
ハ
此
限
ニ
在
ラ
ス

八 
  

集
会
条
例
は
、
概
ね
第
一
条
か
ら
第
九
条
ま
で
が
政
治
的
集
会
の
開
催
に
つ
い
て
の
規

定
で
、
第
十
条
以
降
に
具
体
的
な
罰
則
の
記
述
、
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
。
集
会
条
例

の
施
行
に
よ
っ
て
、
政
治
的
な
集
会
及
び
結
社
に
つ
い
て
は
事
前
の
届
出
が
求
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
、
届
け
出
を
行
っ
た
場
合
で
も
、
管
轄
の
警
察
署
に
よ
っ
て
「
治
安
ニ
妨
害

ア
リ
」
と
判
断
さ
れ
た
場
合
に
は
集
会
・
結
社
は
叶
わ
な
い
も
の
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
第

六
条
に
は
集
会
場
に
臨
席
し
た
警
察
官
に
よ
っ
て
、
集
会
が
届
出
内
容
に
反
し
て
い
る
だ

と
か
、
人
々
の
安
寧
を
妨
害
す
る
な
ど
と
判
断
さ
れ
た
場
合
に
は
そ
の
集
会
は
解
散
さ
せ

ら
れ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。「
戀
の
革
命
」
中
で
演
説
会
が
「
臨
場
の
警
察
よ
り

中
止
解
散
を
申
し
渡
さ
れ
」
た
と
い
う
の
も
、
こ
の
条
文
に
起
因
す
る
。 

 

ま
た
、
集
会
条
例
の
規
定
で
は
第
六
条
に
よ
る
解
散
命
令
が
行
わ
れ
た
際
、
そ
の
原
因

と
な
っ
た
弁
士
に
対
し
て
、
一
年
以
内
、
日
本
全
国
で
政
治
に
関
す
る
演
説
を
行
う
こ
と

を
禁
止
す
る
処
置
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
た
。
一
方
で
、
集
会
条
例
自
体
で

は
そ
う
し
た
「
問
題
の
あ
る
」
演
説
を
行
っ
た
弁
士
に
刑
罰
を
与
え
る
こ
と
は
出
来
ず
、

処
罰
の
条
件
は
概
ね
、
事
前
の
許
可
を
受
け
な
か
っ
た
り
虚
偽
の
申
告
を
し
た
り
、
警
察

官
の
臨
席
を
拒
ん
だ
り
と
い
っ
た
、
集
会
・
結
社
の
運
営
上
の
問
題
に
あ
り
、
罰
則
の
対

象
者
も
社
長
や
幹
事
が
主
で
あ
る
の
が
分
か
る
。 

と
こ
ろ
が
、
作
中
の
小
泉
猛
夫
が
受
け
た
の
は
、
一
年
間
の
演
説
禁
止
処
置
で
は
な
く
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「
重
禁
錮
一
年
」
の
刑
罰
処
分
だ
。
つ
ま
り
、
演
説
会
の
中
止
・
解
散
命
令
の
根
拠
と
な

っ
た
集
会
条
例
と
は
別
に
、
小
泉
の
処
罰
に
関
わ
る
別
の
法
令
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ

し
て
、
そ
れ
は
何
か
と
い
う
と
、
明
治
一
三
年
七
月
一
七
日
付
（
施
行
は
明
治
一
五
年
一

月
一
日
）
の
太
政
官
布
告
第
三
十
六
号
「
刑
法
」
第
百
四
十
一
条
（
以
下
、
刑
法
）
で
あ

る
。
条
文
を
次
に
引
用
し
よ
う
。 

 

第
百
四
十
一
条 
官
吏
ノ
職
務
ニ
対
シ
其
目
前
ニ
於
テ
形
容
若
ク
ハ
言
語
ヲ
以
テ
侮

辱
シ
タ
ル
者
ハ
一
月
以
上
一
年
以
下
ノ
重
禁
錮
ニ
処
シ
五
円
以
上
五
十
円
以
下
の

罰
金
を
付
加
ス 

 
 

其
目
前
ニ
非
ス
ト
雖
ト
モ
刊
行
ノ
文
書
図
書
又
ハ
公
然
ノ
演
説
ヲ
以
テ
侮
辱
シ
タ

ル
者
亦
同
シ

九 
  

こ
れ
に
よ
る
と
、
猛
夫
の
受
け
た
「
重
禁
錮
一
年
」
と
は
刑
法
第
百
四
十
一
条
に
定
め

ら
れ
た
罰
則
「
一
月
以
上
一
年
以
下
」
の
最
長
期
間
で
あ
る
。
ま
た
、
小
説
中
で
は
言
及

さ
れ
て
い
な
い
が
、
法
律
に
は
、
禁
錮
刑
に
併
せ
て
「
五
円
以
上
五
十
円
以
下
」
の
罰
金

刑
も
加
え
ら
れ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。 

「
侮
辱
シ
タ
ル
」
罪
と
聞
く
と
先
に
挙
げ
た
讒
謗
律
が
適
用
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
、
と 

思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
讒
謗
律
は
刑
法
の
制
定
に
伴
い
消
滅
し
て
お
り
、
当
該 

小
説
の
描
い
た
明
治
二
〇
年
の
社
会
で
は
既
に
な
い
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
讒
謗
律
の
対 

象
は
「
著
作
文
書
若
ク
ハ
書
図
肖
像
ヲ
用
ヒ
展
観
シ
若
ク
ハ
発
売
シ
若
ク
ハ
貼
示
ノ
人 

ヲ
讒
毀
シ
若
ク
ハ
誹
謗
ス
ル
者
」

即
ち
出
版
物
に
よ
る
も
の
で
あ
り
演
説
は
そ
の 

対
象
と
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。 

余
談
だ
が
、
な
ら
ば
刑
法
制
定
以
前
に
は
演
説
の
内
容
に
よ
っ
て
弁
士
が
処
罰
さ
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。
一
説
で
は
日
本
で
初
め
て
演
説
に

よ
っ
て
刑
罰
に
処
せ
ら
れ
た
の
は
水
野
龍
で
、
明
治
一
一
年
一
二
月
一
五
日
、
高
知
県
高

岡
郡
佐
川
に
あ
る
乗
臺
寺
に
お
い
て
行
っ
た
演
説
に
よ
る
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る

一
〇

。こ

れ
は
刑
法
が
施
行
さ
れ
る
以
前
の
日
付
だ
。
罪
状
は
、
裁
判
所
の
判
決
か
ら
「
明
治
政
府

ノ
壓
政
ナ
ル
確
證
抔
ト
演
説
ス
ル
科
雑
犯
律
不
應
爲
軽
キ
ニ
問
」
わ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
。
こ
の
「
雑
犯
律
不
應
爲
」
条
と
は
、
明
治
一
五
年
刑
法
施
行
以
前
の
新
律
綱
領

（
明
治
三
年
）、
改
定
律
例
（
明
治
六
年
）
に
存
在
し
た
条
例
で
、
法
令
に
該
当
条
文
が

な
い
罪
状
へ
の
処
罰
を
、
裁
判
官
の
判
断
で
与
え
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た

一
一

。
明

治
八
年
の
讒
謗
律
制
定
当
時
、
政
府
が
警
戒
し
て
い
た
の
は
新
聞
・
雑
誌
に
よ
る
言
論
活

動
で
あ
り
、
演
説
と
い
う
新
し
い
広
報
手
段
が
未
だ
充
分
に
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ

と
が
、
こ
う
し
た
法
律
の
運
用
か
ら
も
分
か
る
。 

 
 

 

三
、
小
説
と
実
事
件 

 

先
に
筆
者
は
、
当
該
挿
絵
が
描
く
の
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
小
説
の
一
場
面
で
あ
り
、

決
し
て
実
際
の
「
自
由
党
演
説
会
の
様
子
」
な
ど
で
は
な
い
と
述
べ
た
が
、
こ
の
場
面
の

参
考
と
思
し
き
事
件
は
存
在
す
る
。「
戀
の
革
命
」
連
載
の
前
年
に
当
る
明
治
二
〇
年
一

〇
月
一
〇
日
に
浅
草
井
生
村
楼
で
行
わ
れ
た
政
談
演
説
会
に
お
け
る
演
説
中
止
及
び
弁

士
の
拘
引
事
件
で
あ
る
。
明
治
二
一
年
一
月
四
日
付
『
絵
入
自
由
新
聞
』
第
一
四
五
四
号

付
録
で
は
明
治
二
〇
年
各
月
の
出
来
事
が
挿
絵
と
と
も
に
振
り
返
ら
れ
て
お
り
、
左
の
挿

絵
を
見
れ
ば
小
説
と
の
類
似
が
見
て
と
れ
る
だ
ろ
う
。 

              

演
台
に
登
り
、
弁
士
へ
は
演
説
の
中
止
を
、
聴
衆
へ
は
集
会
の
解
散
を
言
い
渡
す
警
察

官
目
掛
け
て
、
客
席
か
ら
様
々
な
物
が
投
げ
込
ま
れ
て
い
る
の
が
分
か
る
。
挿
絵
と
と
も

に
掲
載
さ
れ
た
記
事
本
文
は
、
次
の
と
お
り
だ
。 

『絵入自由新聞』明治 21 年１月４日  

（原紙所蔵：東京大学大学院法学政治学研究科附属 
近代日本法政史料センター明治新聞雑誌文庫）  
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今
を
距
る
事
三
月
前
明
治
二
十
年
十
月
十
日
の
事
な
り
き
東
京
の
有
志
者
が
是
迄
眠

れ
る
民
間
の
政
治
思
想
を
呼
起
さ
ん
と
て
口
の
達
者
な
面
々
が
浅
草
井
生
村
楼
に
政

談
大
演
説
を
開
き
た
り
、是
迄
世
間
一
般
に
政
談
演
説
の
衰
へ
て
人
々
の
心
言
ひ
合
は

さ
ね
ど
何
か
花
々
し
き
事
件
あ
れ
か
し
と
思
い
居
た
る
際
な
れ
バ
演
説
の
広
告
が
新

聞
紙
上
に
出
る
と
均
く
先
を
争
ふ
て
詰
寄
せ
学
校
の
書
生
ハ
急
に
退
校
し
て
傍
聴
に

行
き
商
家
の
小
僧
ハ
主
人
に
言
付
た
用
事
の
後
れ
る
を
も
厭
は
ず
使
先
よ
り
鷗
游
館

に
迷
い
込
む
と
云
ふ
大
景
気
、斯
る
勢
ひ
な
れ
バ
其
筋
に
て
も
殊
に
心
を
痛
め
若
し
万

一
に
過
激
の
論
を
吐
く
者
あ
り
て
ハ
大
事
な
り
と
て
此
場
へ
入
込
ま
せ
た
る
警
察
官

ハ
其
数
何
百
人
と
云
ふ
事
を
知
ら
ず
尤
も
制
服
を
着
け
た
る
官
吏
ハ
僅
に
警
部
一
人

巡
査
二
人
都
合
三
人
な
り
し
も
或
ハ
前
掛
で
商
人
姿
に
出
立
或
ハ
ヘ
コ
帯
袴
で
書
生

に
扮
粧
ち
通
常
の
傍
聴
人
と
見
せ
掛
け
傍
聴
料
十
銭
を
払
つ
て
場
内
に
入
り
込
た
る

者
ハ
真
正
の
傍
聴
人
よ
り
も
多
し
去
れ
バ
第
五
番
目
の
弁
士
渡
邊
小
太
郎
氏
の
言
論

か
中
止
と
為
り
て
満
場
の
人
々
鼎
の
如
く
沸
返
る
や
其
筋
の
伏
兵
、否
伏
官
吏
忽
ち
其

本
性
を
現
し
駆
走
る
書
生
共
を
片
つ
端
か
ら
犇
々
と
取
捕
へ
何
の
苦
も
無
く
引
立
て

拘
引
し
た
る
ハ
気
味
好
く
も
亦
苦
々
し
き
次
第
な
り
け
り 

 

前
年
の
回
顧
と
し
て
選
び
抜
か
れ
る
ほ
ど
に
は
、
こ
の
井
生
村
楼
で
の
大
騒
動
は
当
時

の
人
々
に
と
っ
て
印
象
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
小
説
「
戀
の
革
命
」
の
読
者
も

ま
た
「
井
生
村
楼
で
の
演
説
会
で
弁
士
が
拘
引
さ
れ
た
」
と
見
れ
ば
、
未
だ
記
憶
に
新
し

い
明
治
二
〇
年
一
〇
月
一
〇
日
の
大
騒
動
を
思
い
出
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。 

『
め
さ
ま
し
新
聞
』
明
治
二
〇
年
一
〇
月
一
二
日
付
の
紙
面
に
よ
れ
ば
、
こ
の
演
説
会

の
最
初
の
登
壇
者
は
同
会
々
主
の
山
川
善
太
郎
。
次
に
尾
崎
行
雄
、
吉
田
熹
六
、
大
石
正

巳
の
順
で
演
説
を
行
い
、
中
止
解
散
の
命
令
が
出
た
の
は
第
五
席
の
渡
邊
小
太
郎
の
演
説

「
明
治
元
年
の
聖
詔
を
読
む
」
が
佳
境
に
入
っ
た
時
で
あ
っ
た
。
中
止
の
命
令
が
出
る
や

否
や
「
満
場
の
聴
衆
は
ノ
ー
〳
〵
と
呼
び
不
当
と
叫
び
竹
筒
を
擲
ち
弁
当
箱
を
投
げ
つ
く

る
」
な
ど
、
そ
の
紛
雑
は
言
い
よ
う
が
な
く
、
乱
暴
を
は
た
ら
い
た
聴
衆
た
ち
は
、
会
場

の
前
後
に
配
置
さ
れ
て
い
た
三
四
十
名
の
巡
査
に
よ
っ
て
取
り
押
え
ら
れ
た
り
、
群
衆
に

紛
れ
て
い
た
探
偵
た
ち
に
よ
っ
て
捕
縛
さ
れ
警
察
に
引
き
渡
さ
れ
た
り
と
、
ま
る
で
修
羅

場
の
よ
う
で
あ
っ
た
、
と
言
う
。
騒
動
の
結
果
、
そ
の
演
説
内
容
が
官
吏
侮
辱
罪
に
問
わ

れ
た
渡
邊
小
太
郎
の
ほ
か
、
官
吏
に
暴
行
を
し
た
と
の
廉
で
、
一
三
名
の
聴
衆
が
拘
引
さ

れ
た
。 

拘
引
後
、
有
罪
判
決
を
受
け
る
ま
で
の
渡
邊
の
動
き
は
左
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

明
治
二
〇
年 

一
〇
月
一
二
日 

警
視
第
二
局
よ
り
検
事
分
局
へ
送
付
。 

 
 

同
一
九
日 

東
京
軽
罪
裁
判
所
に
て
初
公
判
。 

 
 

同
二
〇
日 

重
禁
錮
一
〇
ヶ
月
、
罰
金
三
十
円
、
代
言
人
名
簿
か
ら
の
除
名
が
宣
告

さ
れ
る
。 

 
 

同
二
二
日 

控
訴
中
、
三
代
言
人
を
保
証
人
に
保
釈
が
許
可
さ
れ
る
。 

一
一
月 

七
日 

体
調
不
良
の
た
め
控
訴
廷
延
期
。 

 
 

同 

九
日 

東
京
控
訴
院
に
て
公
判
。 

 
 

同
一
一
日 

東
京
控
訴
院
に
て
公
判
、
原
裁
判
認
可
の
宣
告
。 

明
治
二
一
年 

 

二
月
二
九
日 

大
審
院
に
て
上
告
公
判
始
ま
る
。 

 

三
月 

九
日 

「
破
毀
す
べ
き
理
由
な
し
」
に
て
上
告
棄
却

一
二

。 

渡
邊
、
哀
訴
。 

 

五
月 

三
日 

治
罪
法
第
四
百
廿
七
条
に
依
り
本
案
哀
訴
棄
却
。 

  

裁
判
の
争
点
は
渡
邊
の
演
説
の
内
容
に
あ
っ
た
の
だ
が
、
新
聞
や
雑
誌
と
は
違
い
、
口

に
出
し
た
傍
か
ら
消
え
て
し
ま
う
声
に
よ
る
演
説
に
は
証
拠
が
残
ら
な
い
。
よ
っ
て
当
該

裁
判
に
お
い
て
は
、
演
説
会
に
臨
席
し
た
警
察
官
に
よ
る
傍
聴
筆
記
が
罪
状
を
裏
付
け
る

証
拠
と
さ
れ
て
い
る
。
明
治
二
〇
年
一
〇
月
二
〇
日
付
『
絵
入
自
由
新
聞
』
掲
載
記
事
か

ら
は
「
臨
監
警
吏
」
に
よ
る
筆
記
が
証
拠
と
し
て
有
効
か
否
か
が
公
判
に
お
い
て
争
わ
れ

て
い
た
こ
と
が
伝
わ
る
。 

 

臨
監
警
吏
の
手
に
成
る
被
告
の
演
説
傍
聴
筆
記
を
朗
読
さ
れ
裁
判
長
は
其
演
説
中
最

も
重
立
た
る
要
領
の
「
天
皇
陛
下
の
御
誓
言
に
背
く
」
云
々
「
板
垣
氏
の
仮
声
の
如
く

攻
撃
を
加
へ
ん
け
れ
ば
」
云
々
「
法
律
を
示
さ
ず
臨
機
の
処
分
」
云
々
「
人
民
は
段
々

奴
隷
の
如
く
な
る
若
し
な
ら
な
け
れ
ば
軋
轢
」云

「々
是
等
の
人
に
は
鉄
拳
を
加
へ
て
」

云
々
等
の
数
句
を
如
何
な
る
意
に
て
演
た
る
や
を
尋
問
さ
る
被
告
小
太
郎
氏
は
警
官

か
為
し
た
る
傍
聴
筆
記
ハ
差
異
多
き
旨
を
陳
述
し
、自
分
が
演
説
な
し
た
る
所
の
覚
書
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を
詳
明
し
た
り
検
察
官
は
只
今
被
告
人
の
演
へ
る
所
と
本
官
が
起
訴
な
し
た
る
相
当

官
吏
の
筆
記
と
大
い
な
る
違
ひ
に
て
譬
へ
バ
本
官
が
右
と
申
せ
ハ
被
告
ハ
左
と
申
す

が
如
き
場
合
で
あ
り
ま
す
れ
ハ
到
底
只
今
の
所
で
ハ
論
告
致
す
も
適
当
な
る
弁
論
ハ

出
来
ま
せ
ぬ
と
思
慮
致
せ
バ
猶
々
事
実
の
御
審
問
あ
ら
ん
こ
と
を
望
み
ま
す
本
官
ハ

素
よ
り
警
官
が
な
し
た
る
筆
記
ハ
正
当
な
も
の
で
あ
ろ
ふ
と
思
慮
い
た
し
舛
如
何
と

な
ら
ハ
其
筆
記
に
付
て
見
ま
す
れ
ハ
成
程
演
説
の
筋
道
が
立
て
居
る
よ
ふ
な
れ
ど
只

今
被
告
が
当
法
廷
に
て
申
す
所
に
て
ハ
一
向
面
白
く
も
な
い
つ
ま
ら
ん
譯
け
も
分
ら

ぬ
演
説
に
て
被
告
ハ
代
言
人
を
職
業
と
し
殊
に
副
会
長
を
も
致
す
も
の
が
そ
ん
な
価

値
の
な
い
演
説
ハ
致
す
ま
い
と
思
ハ
れ
升
と
裁
判
長
に
告
く 

  

警
官
の
筆
記
と
自
分
の
為
し
た
演
説
と
に
は
差
異
が
あ
る
と
訴
え
る
被
告
人
渡
邊
に

対
し
て
検
察
官
が
放
つ
「
只
今
被
告
が
当
法
廷
に
て
申
す
所
に
て
ハ
一
向
面
白
く
も
な
い

つ
ま
ら
ん
譯
け
も
分
ら
ぬ
演
説
に
て
被
告
ハ
代
言
人
を
職
業
と
し
殊
に
副
会
長
を
も
致

す
も
の
が
そ
ん
な
価
値
の
な
い
演
説
ハ
致
す
ま
い
」
と
の
言
は
、
何
と
も
皮
肉
で
あ
る
。 

 

同
年
一
一
月
一
一
日
に
行
わ
れ
た
控
訴
審
で
も
、
引
き
続
き
渡
邊
の
演
説
内
容
が
官
吏

侮
辱
に
当
た
る
か
否
か
が
争
わ
れ
て
い
る
。
検
察
側
は
「
本
案
被
告
事
件
は
演
説
な
れ
ば

其
筆
記
に
據
る
の
外
な
し
」
と
し
た
う
え
で
「
渡
邊
自
身
の
筆
記
は
演
説
後
の
覚
書
に
て

巡
査
の
筆
記
は
其
職
務
上
の
云
ひ
殊
に
随
聴
随
記
の
も
の
な
れ
バ
勿
論
巡
査
の
筆
記
を

見
る
に
」
と
演
説
後
に
書
か
れ
た
渡
邊
に
よ
る
覚
書
よ
り
、
演
説
中
に
行
わ
れ
た
巡
査
に

よ
る
筆
記
の
方
が
證
據
と
し
て
確
か
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
一
方
で
弁
護
側
は
と
い
う
と

「
巡
査
の
筆
記
ハ
テ
ニ
ハ
ま
で
も
一
語
の
相
違
無
く
筆
記
し
た
り
と
は
敢
て
信
用
す
る

に
足
ら
ざ
る
第
一
の
證
據
な
り
日
本
は
勿
論
欧
米
と
て
も
此
の
如
く
筆
記
に
巧
な
る
は

恐
く
屈
指
の
外
は
あ
る
ま
じ
況
や
彼
の
巡
査
は
速
記
法
を
も
学
ば
ざ
る
人
な
る
を
や
」
と

証
人
で
あ
る
演
説
筆
記
者
巡
査
岡
村
金
太
郎
氏
の
「
演
説
者
の
言
語
を
其
儘
に
筆
記
し
決

し
て
テ
ニ
ハ
た
り
と
も
一
語
の
相
違
無
き
を
確
言
し
得
べ
し
尤
も
別
に
速
記
法
を
学
び

た
る
こ
と
な
し
云
々
」
と
の
主
張
を
取
り
上
げ
、
速
記
法
を
学
ん
だ
こ
と
も
な
い
の
に
、

助
詞
の
一
字
も
違
え
ず
筆
記
し
た
と
主
張
す
る
こ
と
が
こ
そ
却
っ
て
巡
査
の
筆
記
を
信

用
出
来
な
い
も
の
た
ら
し
め
る
証
拠
で
あ
る
と
反
駁
し
た

一
三

。 
 

渡
邊
の
代
言
人
（
現
在
で
い
う
弁
護
士
）
は
、
警
官
に
よ
る
筆
記
は
証
拠
と
し
て
不
十

分
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
ま
た
仮
に
筆
記
が
正
し
か
っ
た
と
し
て
も
当
該
演
説
の
内
容
な

官
吏
侮
辱
に
は
あ
た
ら
な
い
も
の
で
あ
る
、
な
ど
と
主
張
し
た
が
こ
れ
は
受
け
入
れ
ら
れ

ず
、
控
訴
審
で
も
変
わ
ら
ず
有
罪
判
決
を
受
け
る
。
こ
れ
を
不
服
と
し
た
渡
邊
は
上
告
、

及
び
哀
訴
を
行
っ
た
が
敢
無
く
棄
却
さ
れ
、
遂
に
有
罪
、
虜
囚
の
身
と
な
る
こ
と
が
決
ま

り
、
代
言
人
資
格
も
剥
奪
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
明
治
二
〇
年
一
一
月
一
三
日
付
『
絵
入
自

由
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
公
判
文
を
全
文
引
用
し
よ
う
。 

 

裁
判
言
渡
書 

 
 

 
 

 
 

 
 

秋
田
県
陸
中
国
鹿
角
郡
尾
去
村
居
住
平
民
当 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

時
東
京
府
日
本
橋
区
矢
の
倉
町
一
番
地
寄
留 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

代
言
人 

渡
邊
小
太
郎 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
十
一
年
一
ヶ
月 

 

右
に
対
す
る
官
吏
侮
辱
被
告
事
件
に
付
明
治
二
十
年
十
月
廿
日
東
京
軽
罪
裁
判
所
に

て
刑
法
第
百
四
十
一
条
第
一
項
第
二
項
及
び
代
言
人
規
則
第
二
十
二
条
に
基
き
同
第

二
十
三
条
に
照
し
重
禁
錮
十
月
に
処
し
罰
金
三
十
円
を
付
加
し
代
言
人
名
簿
中
よ
り

除
名
す
と
言
渡
し
た
る
裁
判
に
服
せ
ず
し
て
被
告
小
太
郎
よ
り
控
訴
に
及
び
た
る
に

付
き
式
に
従
ひ
審
理
を
遂
ぐ
る
所
検
察
官
ハ
原
裁
判
が
被
告
を
刑
法
第
百
四
十
一
条
、

二
項
に
依
り
本
刑
を
言
渡
し
た
る
ハ
相
当
な
る
に
付
認
可
あ
り
度
旨
の
意
見
を
陳
述

し
た
り
被
告
小
太
郎
ハ
明
治
二
十
年
十
月
十
日
東
京
浅
草
区
須
賀
町
二
番
地
井
生
村

楼
上
に
於
て
会
主
京
橋
区
南
鍋
町
二
丁
目
五
番
地
山
川
善
太
郎
が
催
し
た
る
政
談
演

説
会
に
於
て
群
衆
に
対
し
明
治
元
年
の
聖
勅
を
読
む
と
云
ふ
演
題
に
て
演
説
を
為
し

其
演
説
中
御
誓
文
の
第
一
二
条
を
引
き
万
機
公
論
に
決
す
可
し
上
下
心
を
一
に
し

云
々
と
あ
れ
バ
此
上
下
の
内
に
ハ
我
々
も
含
蓄
せ
ね
バ
な
ら
ず
云
々
然
る
に
御
誓
文

ハ
内
閣
諸
公
の
特
有
物
で
あ
る
様
に
な
し
居
る
ハ
天
皇
陛
下
に
対
し
奉
り
無
礼
千
万

で
あ
る
若
し
斯
く
の
如
く
な
れ
バ
上
下
軋
轢
を
生
じ
云
ふ
可
か
ら
ざ
る
弊
害
を
生
ず

る
や
必
然
な
り
云
々
又
此
聖
勅
に
依
て
万
機
を
公
論
に
決
す
る
の
御
趣
意
が
現
は
れ

故
に
我
々
人
民
ハ
国
権
を
辱
し
め
ら
れ
し
を
憂
へ
て
是
を
議
せ
ん
と
す
る
ハ
当
然
の

事
で
あ
り
ま
す
然
る
に
今
日
我
々
が
国
家
の
為
め
に
此
聖
詔
を
遵
奉
し
て
議
せ
ん
と

す
れ
バ
之
を
妨
害
せ
ん
と
す
る
者
あ
り
云
々
又
近
頃
或
人
が
説
を
為
し
て
曰
く
国
家

の
大
事
を
議
せ
ん
と
す
る
者
に
ハ
臨
機
の
処
分
を
せ
ら
る
ゝ
と
果
し
て
然
ら
バ
第
一 

天
皇
陛
下
の
御
誓
文
に
背
く
の
逆
賊
と
謂
は
な
け
れ
バ
な
り
ま
す
ま
い
云
々
と
仮
説

の
言
詞
を
交
へ
内
閣
各
大
臣
の
職
務
に
対
し
公
然
の
演
説
を
以
て
侮
辱
し
た
る
も
の
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と
認
定
す
其
証
憑
ハ
該
場
に
監
臨
し
た
る
警
察
官
の
告
発
状
巡
査
岡
村
金
太
郎
が
作

り
た
る
筆
記
及
び
警
部
山
田
強
上
原
恕
助
巡
査
岡
村
金
太
郎
が
当
廷
に
於
て
の
証
言

原
裁
判
所
の
始
末
書
及
び
被
告
答
弁
の
幾
部
に
照
し
て
明
了
な
り
と
す

之
を
法
律
に
照
す
に
刑
法
第
四
十
一
条
第
一
二
項
に
該
当
す
故
に
原
裁
判
所
が
前
掲

の
法
条
を
適
用
し
て
処
断
し
た
る
ハ
相
当
に
し
て
取
消
可
き
筈
な
し
依
て
本
院
ハ
治

罪
法
第
三
百
六
十
八
条
第
三
百
四
十
四
条
に
則
り
原
裁
判
言
渡
を
認
可
す
る
者
也

但
被
告
を
原
裁
判
所
に
於
て
代
言
人
規
則
第
二
十
四
条
に
依
り
代
言
人
名
簿
よ
り

除
名
す
る
の
言
渡
を
為
し
た
る
ハ
行
政
上
の
懲
罰
に
過
ぎ
ざ
れ
バ
該
事
項
に
対
し
て

ハ
上
訴
を
為
し
得
可
き
限
り
に
非
ず
依
て
右
代
言
人
規
則
に
関
す
る
控
訴
は
棄
却
す

余
納
金
十
円
は
被
告
に
還
付
す

明
治
廿
年
十
一
月
十
一
日
東
京
控
訴
院
に
於
て
検
察
官
検
事
小
倉
信
近
立
合
宣
告
す

検
事
第
一
局控

訴
院
評
定
官

北
村

泰
一

控
訴
院
評
定
官

芹
沢

政
温

控
訴
院
評
定
官

木
村
喬
一
郎

裁
判
所
書
記

一
色

純
一

公
判
文
の
内
容
を
簡
単
に
ま
と
め
る
と
こ
う
だ
。渡
邊
は
明
治
二
〇
年
一
〇
月
一
〇
日

井
生
村
楼
に
お
け
る
演
説
会
で
「
明
治
元
年
の
聖
勅
を
読
む
」
と
い
う
題
に
て
演
説
を
行

っ
た
。
そ
こ
で
、「
御
誓
文
に
は
『
万
機
公
論
に
決
す
可
し
上
下
心
を
一
つ
に
し
』
と
あ

り
、
我
々
人
民
も
こ
の
『
上
下
』
の
う
ち
に
は
含
ま
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
こ
の
御

誓
文
に
従
い
国
家
の
た
め
に
議
論
を
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
近
頃
あ
る
人
が
、
国
家

の
大
事
を
議
論
し
よ
う
と
す
る
者
に
は
適
当
な
処
分
を
加
え
る
と
発
言
し
た
と
か
。こ
の

発
言
が
本
当
で
あ
る
な
ら
ば
、天
皇
陛
下
の
御
誓
文
に
背
く
逆
賊
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を

え
な
い
」
な
ど
と
論
じ
た
。
こ
れ
が
内
閣
各
大
臣
の
職
務
を
侮
辱
す
る
発
言
で
あ
る
と
さ

れ
、
罰
を
科
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
証
拠
と
さ
れ
た
の
は
演
説
会
に
臨
席
し
た
警
察
官
の

告
発
状
、
巡
査
岡
村
金
太
郎
が
作
っ
た
筆
記
、
そ
れ
に
警
部
山
田
強
上
原
恕
助
や
巡
査
岡

村
金
太
郎
が
裁
判
に
お
い
て
行
っ
た
証
言
、
原
裁
判
所
の
始
末
書
、
及
び
被
告
答
弁
の
断

片
で
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
渡
邊
の
演
説
に
刑
法
第
四
十
一
条
第
一
二
項
を
適
用
し
、
有

罪
判
決
を
下
し
た
原
裁
判
の
判
決
を
取
り
消
す
必
要
は
な
い
と
さ
れ
た
。裁
判
の
争
点
の

一
つ
で
あ
っ
た
、
警
察
官
の
筆
記
は
結
局
証
拠
と
し
て
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
先
に
触
れ
た
と
お
り
、
こ
の
井
生
村
楼
で
の
騒
動
を
め
ぐ
っ
て
は
弁
士
だ
け
で

な
く
、中
止
解
散
の
命
令
に
従
わ
ず
に
暴
動
を
起
こ
し
た
と
し
て
聴
衆
の
側
に
も
逮
捕
者

が
出
て
い
る
。
明
治
二
〇
年
一
〇
月
一
三
日
付
『
絵
入
自
由
新
聞
』
に
は
「
中
止
解
散
を

申
渡
さ
れ
た
る
を
遺
憾
に
思
ひ
し
も
の
か
臨
監
の
警
官
に
灰
吹
マ
ツ
チ
等
を
投
げ
付
け

或
ひ
ハ
腕
力
を
試
み
た
る
十
四
名
の
壮
士
ハ
官
吏
が
職
務
を
行
ふ
に
対
し
暴
行
を
加
へ

し
者
と
認
め
ら
れ
昨
日
悉
く
警
視
第
二
局
よ
り
検
事
分
局
へ
送
付
さ
れ
た
り
」
と
あ
り
、

ま
た
同
月
二
二
日
付
の
同
紙
に「
壮
士
十
三
名
の
宣
告

去
る
十
日
浅
草
井
生
村
楼
に
於

て
あ
り
し
大
演
説
会
々
場
よ
り
拘
引
さ
れ
た
る
十
三
名
の
壮
士
ハ
其
後
東
京
軽
罪
裁
判

所
に
於
て
審
問
の
末
右
ハ
官
吏
の
職
務
を
行
ふ
に
際
し
暴
行
を
加
へ
た
る
も
の
と
認
定

さ
れ
」
た
と
報
道
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
「
騒
ぎ
立
た
る
折
柄
面
白
づ
く
と
云
ふ
譯

け
で
も
な
く
何
ん
だ
か
か
ん
だ
か
譯
け
も
分
ら
ず
煙
に
巻
か
れ
て
為
し
た
る
者
も
あ
り

て
今
更
法
廷
を
煩
ハ
す
る
か
如
き
場
合
に
至
り
驚
歎
し
て
居
る
」
一
四
と
の
こ
と
で
、
拘
引

さ
れ
た
聴
衆
の
側
に
は
、
演
説
中
止
・
解
散
に
対
す
る
確
固
と
し
た
反
対
姿
勢
が
あ
っ
た

も
の
と
は
限
ら
な
い
よ
う
だ
。

四
、
政
治
小
説
の
効
能

再
び
話
を
「
戀
の
革
命
」
に
戻
そ
う
。
前
述
の
と
お
り
、
小
泉
猛
夫
は
官
吏
侮
辱
の
廉

で
重
禁
錮
一
年
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
わ
け
だ
が
、果
た
し
て
こ
の
よ
う
な
演
説
会
の
大
騒

動
を
小
説
に
て
描
い
た
作
者
の
本
意
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
猛
夫
の

拘
引
後
に
再
会
し
た
、
良
子
と
清
水
（
小
泉
）
の
会
話
に
現
れ
て
い
る
。

（
良
子
）天
下
の
為
め
の
御
演
説
で
あ
り
ま
し
た
か
ら
処
刑
ハ
固
よ
り
お
覚
悟
の
事
だ

と
ハ
申
し
な
が
ら
此
炎
天
に
骨
折
り
労
役
ど
れ
程
の
御
難
儀
な
事
か
と
思
ひ
遣
れ
て

お
気
の
毒
さ
私
し
ハ
ど
う
も
悲
し
う
な
ッ
て
参
り
ま
し
た
」
と
少
し
涙
ぐ
む
（
小
泉
）

そ
れ
程
ま
で
に
養
父
が
身
を
思
ッ
て
下
さ
い
ま
す
る
ハ
有
り
難
う
厶
い
ま
す
何
分
に

も
田
舎
士
族
で
熱
心
ば
か
り
思
慮
の
な
い
に
ハ
困
り
ま
す
斯
様
な
事
で
ハ
ま
だ
何
う

し
て
我
が
邦
の
民
権
ハ
…
…
」

叔
父
の
処
罰
に
あ
た
っ
て
、清
水
は
言
論
の
自
由
を
取
り
締
ま
る
法
律
に
対
し
て
で
は
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な
く
、
思
慮
の
足
り
な
い
叔
父
の
振
る
舞
い
に
対
し
て
苦
言
を
呈
し
て
い
る
。
明
治
二
〇

年
の
三
大
事
件
建
白
運
動
に
お
い
て
民
権
家
た
ち
が
訴
え
た「
三
大
事
件
」の
う
ち
に「
言

論
の
自
由
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
れ
は
意
外
な
口
ぶ
り
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う

に
、
登
場
人
物
の
口
を
借
り
て
現
今
社
会
を
嘆
か
せ
て
、
暗
に
社
会
改
良
の
必
要
性
を
説

く
場
面
は
他
に
も
あ
る
。 

例
え
ば
、
相
撲
の
観
戦
を
し
た
際
に
は
優
秀
な
力
士
が
関
脇
に
甘
ん
じ
て
い
る
こ
と
に

触
れ
て
、
そ
の
理
由
は
相
撲
取
の
師
弟
関
係
の
「
圧
制
」
に
あ
る
の
だ
と
し
「
文
明
の
今

日
に
当
り
さ
う
云
ふ
弊
ハ
ぜ
ひ
改
め
ん
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
併
し
力
士
と
云
ふ
奴
ハ
腕
力

許
り
で
知
識
の
無
い
者
で
あ
る
か
ら
自
分
か
ら
其
不
道
理
な
悪
習
慣
を
破
ぶ
る
こ
と
ハ

迚
も
出
来
ぬ
知
識
の
点
か
ら
言
ふ
時
ハ
鬼
の
様
な
大
男
で
も
小
児
や
婦
人
と
同
様
に
誠

に
弱
い
も
の
で
あ
る
夫
れ
だ
か
ら
相
撲
社
会
の
圧
制
ハ
外
部
の
者
が
破
ッ
て
遣
ら
ね
ば

な
ら
ぬ
わ
い
」

一
五

な
ど
と
語
ら
せ
る
。
同
場
面
は
更
に
、
力
士
の
圧
制
よ
り
残
酷
な
も
の

と
し
て
家
則
の
圧
制
、
習
慣
の
圧
制
が
挙
げ
ら
れ
「
天
晴
将
来
に
望
み
の
あ
り
ま
す
才
媛

を
一
と
間
の
中
に
閉
ぢ
籠
め
て
天
授
の
生
命
を
絶
た
せ
ま
す
か
」
云
々
と
続
き
、
知
識
の

な
い
た
め
に
師
弟
の
圧
制
の
苦
し
む
力
士
よ
り
、
家
則
や
習
慣
の
圧
制
に
苦
し
む
教
養
の

あ
る
女
性
を
救
う
方
が
「
急
務
」
で
あ
る
と
い
う
指
針
が
示
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
社
会

の
、
と
り
わ
け
家
庭
内
に
あ
る
旧
習
を
改
め
る
べ
き
こ
と
や
、
そ
の
た
め
に
は
教
育
を
受

け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
わ
け
だ
。 

こ
う
し
た
、
当
該
小
説
の
傾
向
を
踏
ま
え
れ
ば
、
冒
頭
に
掲
載
し
た
挿
絵
に
込
め
ら
れ

て
い
る
の
は
、
集
会
条
例
や
刑
法
に
基
づ
く
自
由
民
権
運
動
弾
圧
へ
の
抗
議
で
は
な
く
、

一
部
の「
熱
心
ば
か
り
思
慮
の
な
い
」民
権
家
や
聴
衆
へ
の
戒
め
な
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
聴
衆
の
「
名
望
も
な
け
れ
バ
学
問
も
な
い
癖
に
東
京
の
真
中
で
演

説
を
し
や
う
と
ふ
其
熱
心
丈
が
感
心
」「
併
し
烈
し
い
事
を
言
ふ
の
が
面
白
い
何
ん
で
も

手
を
拍
て
賞
め
て
遣
る
べ
し
図
に
乗
ッ
て
途
方
も
な
い
事
を
言
つ
て
中
止
と
来
る
と
愉

快
」
な
ど
と
い
う
弁
士
を
嘲
笑
し
つ
つ
、
演
説
中
止
の
騒
動
を
期
待
す
る
よ
う
な
発
言
に

も
合
点
が
い
く
だ
ろ
う
。 

「
戀
の
革
命
」
に
限
ら
ず
明
治
期
の
政
治
小
説
は
、
社
会
を
写
す
も
の
で
あ
る
と
と
も

に
、
時
に
は
読
者
に
と
っ
て
反
面
教
師
と
な
る
よ
う
に
、
と
の
寓
意
が
含
ま
れ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
坂
本
龍
馬
の
伝
記
的
小
説
「
汗
血
千
里
駒
」
で
知
ら
れ
、『
土
陽
新
聞
』
や
『
自

由
燈
』
な
ど
の
自
由
党
系
機
関
紙
で
数
々
の
論
説
を
発
表
し
た
坂
崎
紫
瀾
は
「
抑
も
稗
史

小
説
と
は
何
ぞ
や
世
態
人
情
を
叙
す
る
者
に
し
て
之
を
一
種
の
写
真
鏡
と
謂
ふ
も
可
な

り
」

一
六

と
小
説
は
そ
の
時
代
の
風
俗
を
描
写
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
「
我
が
日
本

王
朝
の
情
態
を
知
ら
ん
と
す
る
に
ハ
源
氏
物
語
等
に
勝
る
者
之
れ
な
か
る
べ
し
」

一
七

と

「
当
時
社
会
の
風
俗
如
何
」
を
知
る
と
い
う
目
的
に
お
い
て
は
、
小
説
（
稗
史
）
が
編
年

史
（
正
史
）
よ
り
優
れ
た
も
の
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。 

ま
た
、
徳
富
蘇
峰
は
「
面
白
か
ら
さ
る
」
小
説
の
流
行
に
つ
い
て
批
判
的
に
論
じ
る
中

で
、
そ
も
そ
も
「
文
学
者
は
、
社
会
の
明
鏡
た
る
の
み
な
ら
す
、
復
た
其
の
灯
台
た
ら
さ

る
可
ら
す
、
知
識
世
界
の
代
表
者
た
る
の
み
な
ら
す
、
復
た
其
の
預
言
者
た
ら
さ
る
可
ら

す
」

一
八

と
文
学
者
に
は
社
会
の
鏡
や
知
識
人
の
代
表
と
し
て
ば
か
り
で
な
く
、
文
明
社
会

を
先
導
す
る
灯
台
や
預
言
者
と
し
て
の
役
割
を
担
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
指
摘
し
た
。

「
近
来
流
行
の
政
治
小
説
を
評
す
」
と
題
さ
れ
た
こ
の
評
論
は
、
蘇
峰
に
よ
る
政
治
小
説

批
判
と
し
て
有
名
で
あ
る
が
、
決
し
て
政
治
小
説
を
編
む
こ
と
や
そ
の
役
割
自
体
が
否
定

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

一
九

。
こ
こ
で
蘇
峰
は
政
治
小
説
を
「
小
説
に
出
来
た
る
数
多

の
事
情
と
、
種
々
の
人
物
と
を
し
て
、
知
ら
す
覚
へ
す
、
隠
〻
冥
々
の
裡
に
、
著
者
か
政

治
上
の
意
見
を
吐
か
し
む
る
の
み
、
約
言
す
れ
は
即
ち
著
者
が
自
か
ら
其
の
意
見
を
吐
か

す
、
小
説
を
経
て
、
其
の
意
見
を
吐
く
も
の
な
り
」
と
定
義
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
良
作

に
は
言
外
に
あ
る
著
者
の
寓
意
を
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
読
者
に
感
じ
さ
せ
る
「
魔

術
」
の
よ
う
な
作
用
が
あ
る
も
の
と
言
い
、
政
治
小
説
の
持
つ
効
能
そ
れ
自
体
は
し
か
と

認
め
て
い
る
。
問
題
点
は
、
そ
う
し
た
小
説
の
役
割
や
効
能
を
理
解
せ
ず
に
い
る
有
象
無

象
の
「
著
者
先
生
」
の
方
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
。 

他
に
も
例
は
あ
る
。
専
制
君
主
主
義
に
反
対
し
皇
帝
や
為
政
者
た
ち
の
暗
殺
な
ど
を
企

て
た
ロ
シ
ア
虚
無
党
の
事
情
を
描
い
た
小
説
「

虚
無
党

実
伝
記

鬼
啾
啾
」
の
緒
言
に
、
そ
の
著
者
で

あ
る
宮
崎
夢
柳
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。 

 
 

嗚
呼
本
篇
を
読
む
も
の
庶
幾
は
く
は
、
彼
輩
の
狂
暴
危
激
な
る
、
比
年
魯
国
全
社
会
の

組
織
を
変
換
せ
ん
こ
と
を
是
れ
努
め
、
其
の
余
勢
の
迸
る
と
こ
ろ
、
一
天
万
乗
の
皇
帝

陛
下
に
ま
で
も
未
曾
有
の
禍
害
を
加
へ
、
日
月
為
め
に
晦
く
、
神
人
共
に
怒
り
絞
縄
一

結
身
死
し
て
祀
ら
れ
ざ
る
の
鬼
と
な
り
し
の
み
な
ら
ず
、反
逆
の
罪
千
載
銷
せ
ざ
る
の

事
跡
を
知
つ
て
、
以
て
自
か
ら
戒
心
す
る
と
こ
ろ
あ
ら
ん
こ
と
を
。

二
〇 

 
 

夢
柳
は
『
自
由
燈
』
や
『
絵
入
自
由
新
聞
』
な
ど
で
記
者
と
し
て
活
躍
し
た
人
で
、「
鬼

啾
啾
」
と
並
ぶ
代
表
作
に
、
デ
ュ
マ
の
小
説
『
バ
ス
チ
イ
ユ
の
奪
取
』
を
意
訳
し
た
『

仏
蘭
西

革
命
記
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自
由
乃
凱
歌
』
が
あ
る
。「
鬼
啾
啾
」
の
連
載
開
始
は
明
治
一
七
年
一
二
月
。
こ
れ
は
加

波
山
事
件
（
九
月
）
や
秩
父
事
件
（
一
一
月
）
な
ど
急
進
派
自
由
党
員
に
よ
る
激
化
事
件

が
相
次
い
で
発
生
し
た
年
で
あ
る
。
柳
田
は
「
鬼
啾
啾
」
に
つ
い
て
、
同
じ
虚
無
党
を
描

い
た
同
氏
の
作
「
憂
世
乃
涕
涙
」
と
比
し
て
虚
無
党
の
目
的
が
、「
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
、
理

想
的
（
む
し
ろ
空
想
的
）、
破
壊
的
」
な
も
の
か
ら
「
立
憲
政
治
を
志
す
と
こ
ろ
の
現
実

的
な
建
設
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
」
と
し
、
そ
の
理
由
の
一
つ
を
「
明
治
十
六
、
七
年

当
時
の
客
観
状
勢
の
変
化
、
暴
動
頻
出
に
鑑
み
た
結
果
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る

二
一

。

と
も
す
れ
ば
過
激
な
言
動
に
流
れ
る
世
情
を
踏
ま
え
て
、
読
者
に
対
し
て
、
小
説
に
描
か

れ
た
虚
無
党
の
よ
う
な
「
狂
暴
危
激
」
な
行
い
を
自
戒
す
る
よ
う
に
呼
び
か
け
て
い
る
の

だ
。こ
れ
は
小
説
執
筆
の
意
図
が
、単
な
る
物
語
の
紹
介
で
は
な
く
、思
想
の
宣
伝
や
人
々

の
感
化
に
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る

二
二

。 

自
由
民
権
運
動
の
激
化
は
、
武
装
蜂
起
事
件
の
発
生
に
限
ら
な
い
。『
大
日
本
帝
国
内

務
省
統
計
報
告
』
を
確
認
す
る
と
、
出
版
条
例
、
新
聞
条
例
、
集
会
条
例
と
い
っ
た
言
論

統
制
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
条
例
の
違
反
者
が
明
治
一
七
年
に
は
前
年
に
比
し
て
著
し

く
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
（
別
表
参
照
）。
統
計
項
目
が
変
わ
っ
て
し
ま
う

た
め
単
純
に
比
較
す
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
が
、
言
論
統
制
に
関
わ
る
諸
条
例
の
違
反
者

数
は
、
概
ね
明
治
一
七
・
一
八
年
頃
が
最
も
多
い
。
こ
う
し
た
規
則
違
反
者
の
増
加
は
当

時
の
人
々
の
実
感
と
し
て
も
あ
っ
た
よ
う
で
「
過
激
論
の
出
る
ハ
何
故
ぞ
」
と
の
題
で
、

法
律
や
条
例
に
よ
っ
て
過
激
な
論
説
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
世
の
中
で
、
法
律
を
知
ら
な
い

わ
け
で
は
な
く
、
寧
ろ
熟
知
し
て
い
る
は
ず
の
代
言
人
や
社
会
情
勢
に
詳
し
い
は
ず
の
新

聞
記
者
な
ど
の
中
か
ら
も
「
過
激
の
縄
張
中
へ
足
を
踏
込
む
者
」
が
い
る
の
は
な
ぜ
か
、

と
問
い
を
立
て
、
そ
の
理
由
を
考
察
し
た
社
説
も
見
ら
れ
た

二
三

。
こ
こ
で
も
、
違
反
者
た

ち
に
向
け
ら
れ
る
視
線
は
聊
か
冷
た
い
も
の
で
あ
る
。 

当
然
、
こ
う
し
た
規
則
違
反
者
の
増
加
は
自
由
民
権
運
動
の
激
化
の
み
を
示
す
事
象
で

は
な
く
、
同
時
期
に
は
条
例
改
正
に
よ
っ
て
運
動
の
弾
圧
が
強
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
集
会
条
例
は
明
治
一
五
年
六
月
、
新
聞
条
例
は
明
治
一
六

年
四
月
、
出
版
条
例
も
同
年
六
月
に
そ
れ
ぞ
れ
改
正
さ
れ
、
よ
り
厳
し
い
言
論
規
制
が
課

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。
こ
う
し
た
言
論
弾
圧
の
強
化
は
、
政
治
小
説
が
生
ま

れ
る
一
つ
の
要
因
で
も
あ
っ
た

二
四

。 
  

お
わ
り
に 

 
 本

稿
で
は
、
一
般
に
、
自
由
民
権
運
動
に
お
け
る
演
説
会
の
様
相
を
描
い
た
も
の
と
し

て
知
ら
れ
て
い
る
一
枚
の
絵
画
資
料
を
取
り
上
げ
、
そ
の
絵
が
挿
入
さ
れ
た
小
説
「
戀
の

革
命
」
の
内
容
や
そ
の
舞
台
、
時
代
背
景
に
つ
い
て
整
理
し
て
き
た
。
当
該
絵
画
は
、
一

見
す
る
と
集
会
条
例
に
よ
る
政
治
運
動
弾
圧
を
批
判
し
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
も

の
の
、
小
説
の
書
き
口
か
ら
読
み
取
る
限
り
で
は
、
批
判
の
矛
先
は
政
府
の
弾
圧
よ
り
寧

ろ
、
弁
士
や
聴
衆
の
側
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。 

無
論
、
民
権
家
や
新
聞
社
が
政
府
に
よ
る
言
論
弾
圧
を
許
容
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

言
論
集
会
の
自
由
を
規
制
す
る
諸
法
律
に
対
し
て
、
そ
の
改
正
を
求
め
る
声
は
各
所
で
見

ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
論
説
の
中
で
さ
え
、
社
会
の
側
に
一
定
の
非
が
見
出
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
あ
る
。新
聞
条
例
改
正
の
噂
に
触
れ
た『
絵
入
朝
野
新
聞
』の
社
説
で
は
、

政
府
が
新
聞
条
例
を
発
布
し
言
論
自
由
を
制
限
し
た
理
由
と
し
て
「
詭
激
粗
暴
の
言
論
あ

り
て
動
も
す
れ
バ
社
会
の
秩
序
を
破
り
国
家
の
安
寧
を
害
」
し
よ
う
と
す
る
動
き
の
存
在

が
挙
げ
ら
れ
、
そ
う
し
た
社
会
で
国
家
の
秩
序
と
安
寧
を
維
持
す
る
た
め
に
言
論
規
制
が

行
わ
れ
る
の
は
仕
方
が
な
か
っ
た
、
と
さ
れ
た
。
そ
の
う
え
で
「
社
会
の
進
歩
」
に
よ
っ

て
「
詭
激
粗
暴
の
言
論
」
を
す
る
も
の
が
い
な
く
な
っ
た
世
の
中
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規

制
は
不
要
で
あ
り
、
言
論
自
由
を
制
限
す
る
条
例
は
解
か
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
政
府
は
社

会
情
勢
を
見
極
め
て
現
状
に
応
じ
た
法
律
の
改
正
・
制
定
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

の
主
張
が
展
開
さ
れ
て
い
る

二
五

。 

同
様
に
、
現
行
の
言
論
規
制
の
条
例
は
「
往
年
訳
も
分
ら
ぬ
暴
論
家
の
世
間
に
跋
扈
し

た
る
頃
」
に
必
要
性
が
あ
っ
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
の
見
解
は
明
治
二
〇
年
一
〇

月
二
一
日
付
『
朝
野
新
聞
』
の
記
事
に
も
確
認
で
き
る

二
六

。
記
事
で
は
「
如
何
な
る
吏
員

の
意
見
な
る
や
を
確
知
せ
ざ
れ
ど
」
と
出
処
不
明
の
風
説
と
し
て
「
自
由
説
」
を
主
張
す

る
吏
員
の
意
見
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
あ
ま
り
に
も
厳
重
な
法
律
は
却
っ
て
過
激
な
言
論

を
生
む
こ
と
に
な
り
か
ね
ず
、
規
制
を
緩
め
た
方
が
却
っ
て
暴
論
家
を
排
斥
す
る
流
れ
と

な
る
、
と
い
う
の
が
こ
の
「
自
由
説
」
の
趣
旨
で
、
例
と
し
て
綱
渡
り
が
挙
げ
ら
れ
て
い

る
。
綱
渡
り
が
成
功
し
て
喝
采
を
浴
び
る
の
は
一
本
の
綱
の
上
を
行
く
か
ら
で
あ
っ
て
、

も
し
同
じ
動
作
で
大
道
を
歩
け
ば
そ
れ
は
軽
蔑
の
対
象
と
な
る
は
ず
で
、
現
行
の
言
論
規

制
は
こ
の
綱
渡
り
の
状
態
を
つ
く
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
と
い
う
の
だ
。
つ
ま
り
、
厳

し
い
言
論
統
制
に
よ
っ
て
政
論
の
区
域
を
狭
め
る
こ
と
が
、
ギ
リ
ギ
リ
法
に
触
れ
る
か
触
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。 

れ
な
い
か
を
攻
め
る
暴
論
に
箔
を
つ
け
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
て
、
規
制
を
緩
め
れ
ば
そ
う

し
た
暴
論
家
た
ち
は
大
道
を
綱
渡
り
の
要
領
で
歩
く
人
と
同
様
、
賞
賛
で
は
な
く
嘲
笑
の

的
と
な
り
、
自
然
消
え
て
い
く
と
い
う
も
の
だ
。
こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
諸

規
制
条
例
の
摘
発
対
処
と
な
る
よ
う
な
「
暴
論
家
」
へ
の
評
価
は
極
め
て
低
い
。
ま
た
、

こ
の
記
事
内
容
は
そ
の
ま
ま
『
絵
入
自
由
新
聞
』
や
『
絵
入
朝
野
新
聞
』
に
も
転
載
さ
れ

て
お
り
、
法
律
改
正
問
題
へ
の
関
心
の
高
さ
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
で
筆
者
が
注
目
し
た
い
こ
と
は
、
こ
う
し
た
法
律
改
正
を
求
め
る
言
説
の
な
か
で

そ
の
根
拠
と
し
て
「
社
会
の
進
歩
」
や
「
政
治
思
想
の
発
達
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。一
般
に
、自
由
党
解
党
以
降
に
み
ら
れ
た「
政
治
問
題
か
ら
社
会
改
良
問
題
へ
」

と
い
う
言
論
界
に
お
け
る
潮
流
の
変
化
は
、
自
由
民
権
運
動
の
挫
折
や
言
論
規
制
の
強
化

か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
政
治
運
動
か
ら
生
活
改
良
運
動
へ
と
運
動
の
方
向
転
換
が
計

ら
れ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
き
た

二
七

。
し
か
し
、
生
活
改
良
を
唱
え
て
も
な
お
、
近
代
国

家
の
成
立
を
目
指
す
と
い
う
自
由
民
権
運
動
の
本
質
は
変
化
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ

る
。
前
述
の
朝
野
新
聞
の
論
説
に
も
「
国
会
開
設
の
期
日
も
既
に
近
づ
き
た
れ
バ
之
を
自

由
に
し
人
民
を
し
て
政
治
上
の
運
動
に
慣
れ
し
む
べ
し
」
こ
と
は
「
輿
論
の
深
く
希
望
す

る
所
」
で
あ
る
と
の
記
述
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
近
代
国
家
に
は
憲
法
の
制
定
や
議
会
の

設
置
の
み
な
ら
ず
政
治
に
参
加
す
る
「
国
民
」
の
存
在
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
か

ら
、
自
由
民
権
運
動
が
政
府
に
向
か
っ
て
国
会
開
設
や
権
利
の
保
障
な
ど
の
政
治
改
革
を

迫
る
ば
か
り
の
運
動
で
は
な
く
、
民
衆
の
側
に
も
、
政
治
参
画
や
人
民
の
権
利
を
持
つ
、

近
代
国
家
の
「
国
民
」
と
し
て
の
意
識
改
革
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
改
め
て
分

か
る
。
そ
し
て
そ
の
「
国
民
」
に
何
を
求
め
て
い
た
の
か
を
知
る
手
立
て
の
一
つ
と
な
る

の
が
当
該
期
に
編
ま
れ
た
政
治
小
説
な
の
だ
。

本
稿
で
は
一
点
の
、
そ
れ
も
当
時
か
ら
あ
ま
り
反
響
の
な
か
っ
た
ら
し
い
政
治
小
説
を

取
り
上
げ
た
の
み
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
概
論
を
説
く
の
は
適
当
で
な
い
。
明
治
二
〇
年

代
に
み
ら
れ
た
政
治
小
説
興
隆
の
背
景
や
、
そ
の
こ
と
が
持
つ
意
味
に
つ
い
て
は
、
よ
り

多
く
の
作
品
の
分
析
を
し
た
上
で
、
当
時
の
社
会
状
況
や
、
果
た
し
て
自
由
民
権
運
動
は

本
当
に
挫
折
あ
る
い
は
鎮
静
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
と
と
も
に
再
考
さ
れ
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

（
く
み
た
み
さ 

高
知
市
立
自
由
民
権
記
念
館
学
芸
員
）

（
注
釈
）

一二三四五七 六八

 

真
辺
美
佐
『
末
広
徹
腸
研
究
』（
平
成
一
八
年
、
梓
出
版
社
）
で
は
、
明
治
二
〇
年
代
の
政
治

小
説
が
「
近
代
小
説
以
前
」
の
文
芸
作
品
と
し
て
不
当
に
低
く
評
価
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
触
れ

「
自
由
民
権
運
動
が
衰
退
し
た
と
い
わ
れ
る
時
期
以
降
も
、内
容
の
点
に
お
い
て
問
題
意
識
の

幅
は
広
が
っ
て
お
り
、
様
々
な
問
題
関
心
に
基
づ
く
政
治
小
説
が
生
み
出
さ
れ
て
い
た
」
こ
と

「『
小
説
神
髄
』
が
現
れ
た
以
降
も
、
政
治
小
説
は
決
し
て
否
定
さ
れ
た
の
で
は
な
く
」「
政
治

的
側
面
及
び
文
学
的
側
面
の
両
面
か
ら
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
」（
三
六
二
-

三
六
三
頁
）
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

 

柳
田
泉
『
政
治
小
説
研
究
』
上
、
昭
和
四
二
年
、
春
秋
社
、
三
三
頁
。

 

柳
田
は
、
政
治
小
説
は
そ
の
背
景
の
政
治
的
発
展
の
段
階
に
応
じ
て
い
る
も
の
と
し
「
政
党
復

興
期
は
、
二
十
、
二
十
一
年
大
同
団
結
の
運
動
あ
た
り
か
ら
」
で
こ
の
頃
は
「
政
治
小
説
の
火

の
手
が
益
々
強
く
な
り
、完
全
に
文
壇
を
席
捲
し
て
政
事
小
説
の
全
盛
時
代
と
な
る
」（
同
前
、

四
四
頁
）
と
分
析
し
て
い
る
。

 

末
広
鉄
腸
の
代
表
作
に
『
二
十
三
年
未
来
記
』（
明
治
一
八
年
、
一
九
年
刊
）、『
雪
中
梅
（
明

治
一
九
年
）、『
花
間
鶯
』（
二
〇
年
、
二
一
年
）、『
雨
前
之
桜
』（
明
治
二
一
年
）
な
ど
が
あ
る
。

 

明
治
二
〇
年
二
月
二
六
日
付
『
絵
入
自
由
新
聞
』
社
説
「
食
ひ
方
の
改
良
」
遊
観
通
人
。

 

外
崎
光
広
『
土
佐
自
由
民
権
運
動
史
』
平
成
四
年
、
高
知
市
文
化
振
興
事
業
団
、
三
〇
一
頁

 

瀬
戸
健
、
水
上
義
行
「
記
述
が
不
十
分
な
小
学
校
社
会
科
教
科
書
を
補
う
教
材
研
究
と
は
︱
小

学
校
６
年
生
の
歴
史
教
材
を
例
に
︱
」『
富
山
国
際
大
学
子
ど
も
育
成
学
部
紀
要
』
第
九
巻
第

二
号
、
七
頁
。

内
閣
官
報
局
『
法
令
全
書 

明
治
一
三
年
』（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

info:ndljp/pid/787960

）
明
治
二
〇
-

四
五
年
、
五
七
-

六
一
頁
。

九

内
閣
官
報
局
『
法
令
全
書 

明
治
一
三
年
』（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

info:ndljp/pid/787960

）
明
治
二
〇
-

四
五
年
、
一
二
五
頁
。

一
〇  

宮
武
外
骨
『
明
治
演
説
史
』
大
正
一
五
年
、
有
限
社
。

一
一 

雑
犯
律
は
『
改
定
律
例
』
二
巻
（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

info:ndljp/pid/794279

）
に
掲
載
、「
不
應
爲
條
例
」
は
「
第
二
百
八
十
九
條 

凡
二
人
以

上
。
同
ク
不
應
爲
ヲ
犯
シ
首
タ
ル
者
。
懲
役
三
十
日
ニ
該
レ
ハ
。
從
ハ
。
懲
役
二
十
日
。
主

タ
ル
者
。
懲
役
七
十
日
ニ
該
レ
ハ
。
從
ハ
。
懲
役
六
十
日
ニ
科
ス
。
若
シ
所
犯
軽
重
ノ
分
ア

レ
ハ
。
不
應
輕
重
に
分
擬
シ
。
首
從
ヲ
以
テ
論
セ
ス
」
と
あ
る
。

■ ■

■

－

－
－

■－
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一
二 

明
治
二
一
年
三
月
一
〇
日
付
『
時
事
新
報
』。

一
三 

明
治
二
〇
年
一
一
月
一
二
日
付
『
時
事
新
報
』。

一
四 

明
治
二
〇
年
一
〇
月
一
五
日
付
『
絵
入
自
由
新
聞
』。

一
五 

「
戀
の
革
命
」
第
十
三
回
、
明
治
二
一
年
二
月
二
二
日
付
『
絵
入
自
由
新
聞
』。

一
六 

無
位
眞
人
「
小
説
稗
史
の
本
分
を
論
ず
」 

明
治
一
八
年
三
月
一
〇
日
付
『
自
由
燈
』。

一
七 

島
々
道
人
「
政
治
小
説
の
効
力
」、
明
治
一
八
年
五
月
二
八
日
付
『
自
由
燈
』。

一
八 

徳
富
蘇
峰
「
近
来
流
行
の
政
治
小
説
を
評
す
」『
国
民
之
友
』
第
六
号
、
明
治
二
〇
年
。

一
九 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
真
辺
氏
が
既
に
以
下
の
と
お
り
指
摘
し
て
い
る
。
徳
富
の
論
説
「『
政
治

小
説
』
否
定
の
論
説
な
の
で
は
な
く
、
そ
の
批
判
は
『
政
治
小
説
』
の
描
写
方
法
に
つ
い
て

の
意
見
な
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
『
政
治
小
説
』
の
改
良
を
望
ん
だ
論
説
で
あ
る
と
い
う
べ

き
な
の
で
あ
る
」（
前
掲
書
『
末
広
鉄
腸
研
究
』
三
三
九
頁
）。

二
〇 

宮
崎
夢
柳
「
鬼
啾
啾
」
緒
言
、
明
治
一
七
年
一
二
月
一
〇
日
付
『
自
由
新
聞
』。

二
一 

前
掲
書
『
政
治
小
説
研
究
』
上
、
一
六
四
頁
。

二
二 

柳
田
は
小
説
が
原
書
と
比
べ
て
大
胆
に
改
変
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
「
こ
の
小
説
の
主
な

る
目
的
が
、
虚
無
党
の
言
動
そ
の
も
の
を
忠
実
に
伝
え
る
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ

れ
に
託
し
て
自
由
民
権
、
自
由
党
精
神
を
宣
伝
す
る
点
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
想
察
さ
れ

る
」（
前
掲
書
『
政
治
小
説
研
究
』
上
、
一
六
四
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

二
三 

明
治
二
〇
年
一
〇
月
二
七
日
付
『
絵
入
自
由
新
聞
』
社
説
。

二
四

「
明
治
十
三
、
四
年
の
民
権
論
の
火
の
手
が
急
に
強
く
な
っ
た
の
で
、
政
府
は
様
々
な
条
例
を

出
し
て
（
一
つ
は
自
衛
対
抗
上
）、
片
っ
端
か
ら
民
権
等
の
言
論
武
器
を
奪
っ
た
。
そ
の
辺
の

事
情
か
ら
、
民
権
家
、
即
ち
民
間
の
政
治
家
達
は
、
言
論
に
代
わ
る
新
し
い
宣
伝
手
段
を
工

夫
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
」（
前
掲
書
『
政
治
小
説
研
究
』
上
、
二
頁
）。

二
五 

明
治
二
〇
年
一
二
月
二
〇
日
付
『
絵
入
朝
野
新
聞
』
社
説
「
新
聞
条
例
改
正
の
風
説
」。

二
六 

明
治
二
〇
年
一
二
月
二
〇
日
付
『
朝
野
新
聞
』「
言
論
集
会
に
関
す
る
法
律
改
正
の
風
説
」。

二
七 

「
言
論
界
が
政
治
論
か
ら
社
会
改
良
論
に
移
っ
た
直
接
の
原
因
は
、
民
権
運
動
の
挫
折
に
よ

る
政
治
的
変
革
の
絶
望
で
あ
り
、
政
論
に
対
す
る
弾
圧
の
強
化
が
原
因
で
あ
る
」（
前
掲
書

『
土
佐
自
由
民
権
運
動
史
』
三
〇
〇
頁
）。

、
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（別表）

重禁錮軽禁錮
軽禁錮
罰金
併科

軽禁錮
没収
併科

罰金
没収
併科

罰金
科料
併科

罰金
拘留
科料
併科

拘留
没収
併科

拘留
科料
没収
併科

科料 償金 没収 合計

出版条例 - 3 1 - - - 3 2 4 4 - - - 13 30
新聞条例 - 9 18 - - - 37 - - - - - - - 64
集会条例 - 4 - - - - 76 - - 2 - 7 - - 89
出版条例 - 2 3 3 3 - 14 - 3 3 - - - 16 47
新聞条例 - 62 1 - - - 36 - - - - - - - 99
集会条例 - 16 - - - - 157 - - - - 8 - - 181
出版条例 - 37 - - - - 65 - - 34 - 1 - 27 164
新聞条例 - 67 - - - - 57 - - 1 - - - 1 126
集会条例 - 11 - - - - 90 - - - - 2 - - 103

『 大日本帝国内務省統計報告』対審裁諸規則違反被告人犯状及言渡区分の項目を基に作成

重禁錮軽禁錮 罰金 拘留 科料 没収 合計
出版条例 - 31 82 26 2 54 195
新聞条例 - 29 96 - 1 1 127
集会条例 1 26 50 - 1 - 78
出版条例 - 32 60 13 3 50 158
新聞条例 1 15 19 - 1 - 36
集会条例 - 3 19 - 1 - 23
出版条例 - 18 46 8 2 32 106
新聞条例 - 19 27 - - - 46
集会条例 - 6 24 - 4 - 34
保安条例 - 22 - - - - 22
出版条例 - 50 108 - - 8 166
版権条例 1 - 8 - - - 9
新聞条例 - 4 37 - - - 41
集会条例 - 4 59 2 - - 65
保安条例 - 4 - - - - 4

『 大日本帝国内務省統計報告』諸規則違反被告人犯状及言渡区分の項目を基に作成

明治19年

明治20年

明治21年

明治17年

明治15年

明治16年

明治18年
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